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（午前９時５７分 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 ただいまから文教

上下水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、三好委員

を指名いたします。 

 それでは、昨日に引き続きまして、議案

第１号所管分及び議案第９号の所管分の

審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

 私は各課によって質問をさせていただ

きますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 まず、前回決算審査のときにいろいろ、

課題をそれぞれの課の方々に残して、それ

で質問したわけですけど、令和２年度はそ

れを生かしてどうしていくかということ

を中心に質問させていただきたいと思い

ます。 

 まず初めに、学校教育課関係ですけれど

も、働き方改革です。実施から１年たち、

どのような改革が実行されたのか、管理職

への負担、しわ寄せが軽減されたのか、そ

のことをお聞きしたいと思います。 

 次に２番目は、学力向上についての取り

組みです。 

 これはほかの委員からも質問がありま

したし、私自身が代表質問でも質問させて

いただきました。 

 その中で一定の小学校においては学力

の向上が見られるということで、それは私

としても評価はしたいと思います。 

 ただ、中学校の状況、そして、また今後

の安定化、それもちょっと代表質問の中で

もご答弁いただいたのですけれども、安定

して維持できて、それから先に、また、さ

らなる向上に向けての施策を教えていた

だきたい。 

 そして、中学校に関しても、小学校の成

績が上がったら中学校が自動的に上がる

ということでもないと思いますし、特に受

験を控えた中学生が摂津市におるがため

に希望校になかなか行けないということ

ではやっぱりいけませんし、そういう点も

踏まえてご答弁いただきたいと思います。 

 それから３番目に、教員の人材育成です。

これも代表質問でさせていただきました

けれども、問題を起こした教員がたくさん

おられるということで、去年もそういうこ

とで非常に問題になって、テレビでも取材

を受けた状況で、それに対して改善された

こと、今後そういう形でまた再発はいけま

せんから、どのようにされたのか。 

 また、この前の代表質問の教育長の答弁

にありましたように、何とかそういう教員

との話し合いの中で、そういうことを防が

なあかんと一生懸命言いつつも、そのよう

な現状があったわけですよね。 

 やっぱり私らとしても、保護者としても

安心して子どもたちを学校へ行かすこと

ができないわけですから、今後起きないと

いう保障はないわけであって、その辺に関

してしっかりとお考えをお聞きしたいと

思います。よろしくお願いします。 

 それから、人権教育ですね。 

 文化の集いという形で韓国・朝鮮の方々

の文化を勉強するということで、別に否定

はしないのです。ただ、一番、国を挙げて

問題にしていることはやっぱり拉致問題

なのですよ。 

 拉致に関してどのような教育をされて

て、令和２年度はどういう教育を進めてい

きたいのかを聞きたいと思います。 

 啓発教材としてめぐみというのは文部
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科学省から配られると思うのですけれど

も、その教材、めぐみを生かしてどういう

授業展開、教育をされるのかお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから５番目は、体力調査と体力づく

りについてですけれども、令和元年度の、

児童・生徒の体力の測定が全国的に行われ

て、特に小学校５年と中学校２年が非常に

体力の低下が見られる。特に中学校２年の

場合は過去最低らしいですね、体力という

のが。 

 やっぱり知力と体力は両輪だと思いま

すので、そういう点、体力向上に向けての

取り組みはどうされるのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

 続きまして６番目、武道教育ですけれど

も、これも前回質問をさせていただきまし

た。私の場合は特に自分の弟子がおります

ので、その辺の情報はよく入ってくるので

す。 

 防具の扱いが非常に悪いのじゃないか

と決算審査のときは言わせていただきま

したけれども、それも踏まえて、一つの流

れの中で、大阪教育大学の教授が毎回、教

員に向けて特に剣道の武道指導をされて

おったわけですけれども、そういうことは

継続して来年度もやられるのか。 

 武道は、非常に複雑で難しいものなんで

す。だから、継続的にそういう形の指導を

されないと、なかなかしっかりと教えるこ

とはできないと思いますので、その辺のこ

とを来年度どのようにされるのか、お聞か

せ願いたい。 

 続きまして、小学生の生活指導のことな

のですけれども、時々、保護者から茶髪が

おられると言われるのです。 

 子どもがみずから、私の髪の毛を茶髪に

してくれなんか言われないと思うのです。

聞くところによりますと、茶髪に染める薬

剤が非常に子どもの発達によくない、非常

にきついものやと聞きましたけれども、そ

ういうことも親に対してしっかりと指導

してもらわなあかんと思いますし、ある面

では、これは虐待ではないかと思うのです

よ、そういうことを親が強いるというのは。 

それで、特に最近、私が夜、スーパー銭湯

に行くことが多いのですけれども、午後１

１時、１２時になっても、小学生の子ども

たちが走り回っているのですよ。そういう

ことも発達段階においては非常によくな

い。学校の成績にもつながると思いますの

で、そういう点、しっかりと保護者とコミ

ュニケーションをとってもらいたい。 

 私ら小さいときは午後８時、９時になっ

たら、みんな寝なあかんという雰囲気づく

りがあったわけです。千葉県におったので

すけれども、学校から就寝の合図のチャイ

ムが鳴っておったのですよね。それによっ

て親も、そのチャイムが鳴ったら寝させな

あかんという雰囲気があって、そういうよ

うな雰囲気づくりが大切ではないかと思

うのですよ。 

 家の周りにおっても、午後１１時、１２

時に子どもの声が聞こえたりすることも

多々あるので、これもある面、虐待違うか

なと思うのです。 

 大多数の保護者はそういうことはされ

へんと思いますけれども、やっぱりしっか

りと保護者との話し合いもすべきだと思

うし、それをどのようにされるのか、今後

どのように思っておられるのか。 

 小学校で緩めて、中学校でしっかりと校

則で縛るといっても、これもやっぱりバラ

ンス的にちょっとおかしいと思う。決まり

ごとはやっぱり小学生のときからしっか

り教え込むということも必要だと思いま
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すので、その辺のことをよろしくお願いし

ます。 

 それから８番目、国旗・国歌の指導です。 

 というのは、私らも、卒業式・入学式に

行ったときに、やっぱり小学校の場合はピ

アノ演奏で国旗・国歌に関して流れてです

ね、非常に厳かな雰囲気ですばらしいなと

思うのです。ただ、中学校になったら、ほ

とんどの生徒が歌ってないし、ただ、音楽

が流れるような状況です。 

 今、久しぶりに聞くのですけれども、ど

のような指導をされているのか、また、今

後どのような指導をされるのか、お聞きし

たいと思います。 

 それから９番目、運動会の今後ですけれ

ども、時期を考えるべきじゃないかと思う

のです。 

 熱中症対策ということで決算審査のと

きにも聞きましたけれども、今、温暖化で

暑さが厳しくなっておる中で、従来のよう

に９月、１０月で運動会を挙行していいの

かいうのもあるし、その点に関して、来年

度はどうされるのか、お聞きしたいと思い

ます。 

 それから１０番目、体験学習ですね。 

 米つくりの過程でいろいろと農業の体

験をする中で、田植えとか稲刈りをされて

いるみたいですけれども、一番肝心なのが、

最初と最後だけと違って、その米つくりの

過程をしっかり教育するということも必

要だと思いますので、その点どのようにさ

れるのか、お聞きしたいと思います。 

 それから１１番目、修学旅行。これも課

題の一つだと思います。 

 毎年、きちっと保護者とか、それから教

員、また、いろんなアンケートをしながら、

行き先なり、それから業者選定も行うとい

うことになっておるのに、その年、１回業

者と契約したら、３年間はいけるという、

ずっとその業者が３年間続いていける状

況にあるという学校も聞いております。 

 その点、各小学校がどのような状況で業

者選定しているのか、どのような報告を受

けたのか、そしてまた、それに対してどの

ように、これからされるのかお聞かせ願い

たいと思う。データも踏まえて教えていた

だきたいと思います。 

 それから、学校でのスマートフォンの件

ですけれども、これは社会問題にいろいろ

なっています。 

 きょう、偶然、朝のＮＨＫを見とったら

ですね、スマートフォンを管理するシステ

ムがあるらしいのですね。保護者が、何時

から何時までスマートフォンが使える、成

人向けの番組は一切視聴できないという

ように機能を設定できるらしいのです。そ

れもきちっと保護者が暗証番号を設定し

て、限られた状況でスマートフォンを使う

ということができるということでした。 

 スマートフォンをめぐるさまざまな事

件も起きていますよね。例えば、ＬＩＮＥ

上でのスマートフォンによるいじめ問題

ですとか、それから風俗的な問題です。そ

ういうことで子どもに悪影響があらわれ

ているのじゃないかということで、今、社

会問題になっています。そういうことをし

っかりと保護者と話し合いしながら、ある

程度、スマートフォンの使い方の管理とい

うことをやっていかなあかんの違うかな

と思うのです。 

 そういう点、どのようにされるのか、お

聞かせ願いたいと思います。 

 それから、これも毎回言っている、教育

委員会と学校現場との乖離について。 

 さっきも言った問題教師のこともかか

ってきますけど、教育長には、いつも現場
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を見るべき違うかいう話をして、教育長も、

しっかりとこれから現場を見にいくと言

いますが、公用車があるとかないとかは別

にして、例えば、ここに議長がおられます

けれども、公用車がないと動かへんという

ことはないと思います。やっぱり自分で調

べたいことなんか、自分で車を運転したり

自転車で行ったりすると思うのです。そう

いう問題じゃないのですよ。 

 だから、現場に行って、現場の教員と話

をする。釈迦に説法かもしれませんけれど

も、教員はやっぱりしっかりした志をもっ

て、採用試験を受けて教員になられている

と思います。 

 教員は普通の労働者じゃないわけです

よね。一番感受性の高い、そして将来的に

影響される時期の子どもたちに、やっぱり

教師の方々の考えとかいろんな触れ合い

が子どもたちの将来につながる。これは、

聖なる仕事やと私は思っています。 

 例えば、前回ノーベル賞を受賞した方も、

やっぱり小学校のときに理科の実験か何

かで教師から影響を受けて、そのことがノ

ーベル賞の一つの原点やと言います。それ

だけ、やりがいがあるお仕事だと思います。 

 さまざまな問題点が起きるというのは、

やっぱりそういう考え方がちょっと抜け

落ちたり、その考え方が消えてなくなった

り、やっぱりそういうことで教師とは何た

るものという基本を忘れたからこういう

ことになってしまうのと違うのかなと思

ったりするわけですよね、私としては。 

 そういうことをしっかりと、大ベテラン

である教育長自身がしっかりと現場の教

師と向き合ってですね、その考え方や情熱

を注ぎ込むということをしていかんこと

には、また問題が起きるのではないかと思

うのです。 

 教育長に来てもらったらうれしいとか

ですね、やっぱり教育長と話できてよかっ

たと現場の声を聞きます。影はちらりと見

えるけれども雲の上の人になっとったの

です、教育長、あなたが。教育長は煙たが

られるかと思って遠慮していたこともあ

ったと思うのですよ。教師のその組織の中

での教育長という立場にありますから。 

 しかし、やっぱりご自身が動き回ってし

っかりと現場の教師と話することが大切

なん違うかなと思うのです。 

 私の先輩で大手飲料メーカーのＣＥＯ

をやっている方がいます。その方が、今、

会長として何をやっているのか質疑応答

のとき聞かれて、私、新入社員の子と飲み

歩くことが仕事やと思っていますと答え

た。実際の業務は社長にやらせていて、彼

らに我々の会社の熱き思いを注ぎ込むの

ですよということを言っています。 

 だから、教育長は、雲の上の人にならな

いように。その辺のことに関して、来年度

どのようにされるのか、お聞かせ願いたい

と思います。 

 それから、いじめの問題も、ほかの委員

も言われておったと思うのですけれども。 

 これは全体的にいじめに対して敏感に

なったせいかもしれませんけれども、平成

３０年度はいじめの認知件数は過去最多

と聞いております。 

 本市はいじめに対しての見逃しはない

のか。また、来年度、いじめに対してのよ

り具体的な対応をどうされるのか、これを

お聞きしたいと思います。 

 それからですね、これは教育政策課の担

当と思いますが、小学校に配置されている

受付員の役割について。 

 大阪教育大学附属池田小学校の事件以

来、不法に学校に入る方に対してやっぱり



- 6 - 

 

ちゃんとそれを未然に防がなあかんとい

う形で受付員を置かれたと思うのです。 

 ただ、受付員は高齢の方が多いから、そ

ういう不審者に対して体を張って抵抗さ

せるとかいうのは無理な話ですけれども、

受付員が何をするのか、どういうような危

機管理の中で受付員がおるかいうことを

きちっと再認識する必要があるのじゃな

いかと思うのですよ。 

 悪意を持って学校に侵入しようとする

者は、そんな壁を乗り越えたり、塀を乗り

越えたりする。それに対して、どういうふ

うに危機管理状況、訓練とかやっているの

か。危機管理への対応を、受付員ができる

範囲でやらなあかんと思いますので、その

辺のことをどうされるのかをちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 

 次は、組合事務所なのですよ。 

 教職員の組合事務所について、これは法

的に必要最小限度の便宜供与はいいとい

うことになっている。組合事務所にある家

電の電気代どうなるのと聞いたら、機械に

よって分けるのは難しいと。 

 やっぱりその辺の便宜供与の範疇、そし

て、今後、組合事務所に対してどのような

対応をしていくのか、そのことをお聞かせ

願いたいと思います。 

 それから、大規模化する小学校と小規模

化する小学校について。これは代表質問の

中でも質問させていただいたのですけれ

ども、やっぱり安威川以北の千里丘小学校

とか摂津小学校なんかはどんどん膨らん

でいっていますよね。それは発展状況の一

つのバロメーターと思います。 

 しかし、安威川以南の特に第五中学校区、

鳥飼東小学校とかですね、どんどん人が減

っておるし、運動会を見たら一発でわかり

ますよね。 

 大規模化、小規模化になっている状況で、

今後どういう展開をされるのか、ちょっと

その辺もお考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

 それから、小学校の卒業記念品なのです

けれども、英和辞典が、はっきり言って、

それ、皆、使っているのかという話がよく

出るのです。現在、英和辞典が本当に、皆

がこれは便利やという形で卒業記念品と

して使っているのか。 

 これもやっぱりもらうほうと与えるほ

うが、喜ぶものは一体何で、この時代に必

要なものは何かいうことをしっかり議論

して、欲しいものというより必要なものを

きちっと与える。使ったら非常にこれは便

利で、本当に役に立つ。これ、卒業のとき

にいいものをくれたなと思うようなもの

を与えることが一番大切やと思いますの

で、どのようにされるのかをお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、きのうもいろいろ出ていまし

たけれども、中学校給食の件です。 

 多分、教育長ともこういう話をしたと思

うのです。私の場合は、母一人子一人の生

活をしていまして、母親は看護師をやって

いました。非常に夜勤が多くて、私が学校

に出るときに寝ている状況でした。しかし、

必ず私のかばんの横に弁当二つ、季節にも

よるのですけれども、冬場、夏場以外は弁

当を二つ必ずつくってくれていました。お

昼の弁当と、それからクラブ前の弁当をつ

くってくれていました。 

 ほとんどコミュニケーションはなかっ

たけれど、弁当が唯一のコミュニケーショ

ンでした。私が剣道で昇段したり、大会で

優勝した時に表彰状を机の上に置いとっ

たら、母親がその弁当でおめでとうじゃな

いけど、一品つけ加えたり、ちょっとゴー



- 7 - 

 

ジャスな内容にしてくれたりしとったの

ですよ。唯一その弁当によって。 

 物すごくしんどかったと思います、母親

は。朝６時ぐらいに家に帰ってきて、私が

７時半に学校に行っているので、弁当を１

時間でつくり上げて、ふらふらやったと思

います。 

 特に看護師の夜勤というのは、急患が出

たり、そのときに走り回って仮眠ができる

状況じゃないということを聞いておりま

す。その中で、唯一子どもに対してできる

ことは弁当やいう形で母親はおったので

す。そういう形で育ってきたから、弁当の

意味というのは物すごく感じるのです。 

 それで、摂津市の場合でも、子どもたち

がお弁当を欲しいというのは、これは当然

な要求だと思います。その親が、母親とは

限りません、父親も弁当をつくることもあ

ると思いますけれども、弁当が欲しいとい

う子どもに弁当を提供しよう、弁当をつく

ってあげようという親子関係は物すごく

大切なことだと思う。 

 一方では、今言うたように、中学校給食。

非常に忙しいから何とか給食をやっても

らったらという気持ち、これも私はいいと

思います。 

 だから、双方が尊重できる、親子関係を

しっかり結ぼうとしておるのに、全部給食

にしよういうのも、これも乱暴な考え方と

違うかなと思うのですよ。 

 喫食できない子どもたちがおって、貧し

いからというけれども、これは社会のほか

のものでの保障はあるわけではないです

か。 

 それは経済的な理由より家庭的な問題

がある。先ほど、知育、体育と言いました

けれども、それに徳育とか食育があると思

うのです。それは結局、親が子どもに対し

て、食育ぐらいはしっかりとやらなあかん

と私は思うのですよ。 

 そういう意味で、今、摂津市がやってお

るデリバリー選択制、これは、私、ベスト

やと思う。自分の体験談を言うのも何やけ

ど、母親と唯一コミュニケーションしたの

はその弁当でした。 

 だから、こういう考えの委員もおるとい

うことをしっかりと認識してもらいたい

なと思います。 

 その点に関しては答弁はいいと思いま

す。多分、教育長とはここの委員会以外で

も話したことがあると思うのですけれど

も、その気持ちはわかっていただけたと思

うので、ご答弁、結構ですので、私はそう

いう考えでしっかりとこのベストなシス

テムを守っていただきたいと思います。 

 それから生涯学習の成人祭はしばらく

それでやっていったらいいと思います。 

 子ども会の、スポーツ大会ができない状

況が現実にあるわけじゃないですか。その

中で、これもちょっとネガティブな話にな

ってしまうのだけれども、どんどん子ども

会という組織がなくなる。特に安威川以北

がどんどんまちとして発展しますけれど

も、安威川以南はちょっと田舎的なものが

あって、そういう点で人情味があるところ

やと私は自負しとったのですよ。ただ、そ

ういうちょっと田舎的な雰囲気があって、

それで結びつきが物すごくしっかりした

ところやと私は思っていました。 

 鳥飼地域でずっと僕らが生活しておる

中で、非常にスポーツ大会も活発で、運動

会も盛大に行われとったんが来年から中

止です。子ども会が壊滅状態になってしま

っている状況ですよね。 

 市長は、何とか、きずなやら結びつきや

ら、そういう形でやらなあかんと言います
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が、全く、今、現実は真逆になっとるわけ

です。だから、それを是正しようとして市

長がやっているのはわかるねんけど、しか

し、余りにもその流れの勢いと幅が大き過

ぎて、それを食い止めるには相当なエネル

ギーと労力が要ると思う。 

 担当の課としては、これは大変な問題で、

ちょっと行き詰まっているかもしれませ

んけれども、来年度どのようなお考えで子

ども会の育成を考えておられるのか、ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 委員長、以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 では、答弁をお願い

いたします。 

 山根参事。 

○山根学校教育課参事 管理職の働き方

改革に関するご質問にご答弁申し上げま

す。 

 今年度、管理職の働き方改革に向けて、

書類の精選でありますとか、提出期限をで

きる限り長くとるであるとか、あとは提出

方法ですね、直接いただかないといけない

書類もございますが、例えば校長会の機会

にそういった書類をいただけるようにと

いうことで考えたりであるとか、そういっ

た形で取り組みを進めてまいりました。 

 また、委員からも、前回ですね、生の声

をしっかり聞くようにというお話もいた

だきまして、教員も含めて管理職からも現

状についてお聞きをいたしました。 

 この中で、例えば地域とのつながりとい

う点、もちろん校長として大変重要な仕事

であるのですが、休みの日に出てこないと

いけないということであったりですとか、

あとは水曜日の一斉退校日という形でさ

せていただいておりますが、この送り出し

であるとかそういったところが、やはりふ

だんよりも負担がかかるであるとか、あと

は、やはり教員からの相談、管理職が受け

ることが多くございます。どうしても教員

から相談を受ける時間帯が放課後の時間

帯であったりということで、時間が遅くな

るのだというお声もお聞きしました。 

 来年度以降ですね、例えば一つとしては

スクールサポーター、全校配置をさせてい

ただいて、事務時間を少しでも軽減させて

いただくであるとか、８月のお盆の時期に

学校を閉じるということも今検討してお

るところでございます。 

 そういった機会に少しでも体と心を休

めていただいて、心身の健康というところ

も考えていきたいと思っておるところで

ございます。 

 もう一点、不祥事再発防止の取り組みに

ついて答弁をさせていただきます。 

 今回の件を受けまして、全小・中学校を

指導主事が回りまして、不祥事予防・防止

研修を行いました。 

 内容としましては、まさに、先ほど、委

員がおっしゃっていただきましたとおり、

教員としての志であるとか、子どもの将来

につながるという点で考えて実施をいた

しました。 

 やはり教員はただ授業を行うというこ

とではなくて、子どもたちの未来を広げる、

そういったことのために働いているとい

うことを訴えかけました。そのためにはど

うあるべきかということを我々のほうか

らも訴えかけ、また、教員にも考えていた

だく機会をとったというところでござい

ます。 

 今後起こさないようにということで、こ

の１回で起こらなくなるということでは

なくて、学校の取り組みとも連動させなが

ら、継続的に取り組みを進めていく必要を

感じております。 
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○嶋野浩一朗委員長 大﨑課長。 

○大﨑教育支援課長 教員の人材育成に

かかわりまして、経験年数の少ない教員の

育成について、教育支援課よりご答弁申し

上げます。 

 学習指導や生徒指導等の指導面のみな

らず、社会の変化に対応できる、学び続け

る教職員であることや、また、確かな人権

感覚を備え、児童・生徒に敬愛される豊か

な人間性を培うこと、そして、公教育に携

わる公務員としての責務、また、社会人と

してのマナー等の自覚を持つことという

ことは、忘れてはならないことであると考

えております。 

 経験の浅い教員の育成というところで

は、教育支援課で学校教育相談員が定期的

に小・中学校を巡回し、学校の管理職や、

指導教員等とも連携し、初任者をはじめと

する経験年数の浅い教員への指導・助言に

当たり、育成を図っているところでござい

ます。 

 また、先ほど申しました方針、教員に求

められる力ということを見据えた研修等

も幅広く内容を考え取り組んでまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわる内容について答弁申し上げ

ます。 

 まず、学力向上の取り組みについてです。 

 中学校の状況です。例えば、中学生チャ

レンジテストの結果について、開始以来、

平成２６年度からおおむね右肩上がりで

向上し、令和元年度では全教科で過去最高

となりました。 

 また、学校別で見てみますと、例えば去

年で申しますと、中学校２年生の国語で、

府平均を超えるところとか、過去最高を記

録している学校も出てきておりまして、中

学校もおおむね学力向上してきていると

捉えております。 

 また、中学校でも学力調査等を活用した

授業改善が進んできています。小学校、中

学校で連携した授業改善を含めた学力向

上の取り組みが見られております。 

 今後、そういう小・中連携を踏まえた、

授業力の向上、学力向上の取り組みなどに

ついて指導していきたいと思っています。 

 また、受験を踏まえてということですが、

先日もご答弁いたしました令和２年度に

学年拡充を考えています、摂津ＳＵＮＳＵ

Ｎ塾の取り組みでも高校入試や進学を意

識してやっていければと考えております。 

 続いて、体力向上の件です。 

 こちらについて、委員からご指摘があり

ましたように、体力については、本市でも

低下している状況がありました。 

 今回分析をしてみたところ、男女差は余

り学校で見られない。ただ、学校間格差は

あるのではと捉えています。 

 全国体力調査にはアンケート調査もあ

るのですけれども、そちらの状況を見ます

と、やはり授業を楽しくないと答えている

子どもの結果が余りよくないと、そのよう

に出ていました。 

 やはりそこから見られるのは、授業づく

りに課題がある。もしかしたら運動ができ

ない苦手な子が楽しく感じられない授業

になっているのではないかなと捉えてい

ます。要するに授業改善がやっぱり必要で

あると捉えております。 

 また、今回いろいろと調べると、学校全

体の取り組みが弱いのではないかなと考

えられます。学校では体力向上のアクショ

ンプランをもとに体力向上の取り組みを
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行っているのですが、そちらが、全教職員

で共通認識として行われているのか。例え

ば、先ほど申したように、体力調査の実施

についても、学校全体で課題として捉えて

やっているのかといった部分が弱い。それ

については、校長会、教頭会を通じて、ま

ずは指導したところです。今後は授業力の

向上にかかわる体育の研修等も行ってい

きたいと考えております。 

 続いて、武道にかかわる内容で、まず、

防具の取り扱いについてお答えいたしま

す。 

 昨年の委員会で委員のご指摘もありま

して、各学校の防具の保管の状況等を調べ

させていただきました。各校の保管の状況

について、写真を撮って、先ほど委員がお

話いただいた教授に見ていただきました。 

 そうしましたら、現状の保管でも特に問

題はないとのお話でしたが、さらによくし

ていくためには、竹刀の先の皮の部分が床

に直接つかないように保管するほうがい

いというご指導を受けました。ホームセン

ターで売っている人工芝みたいなものを

敷くことによって接地面積を少なくする

ことで保管状況をよくするというアドバ

イスをいただきまして、このような対応を

とらせていただいております。 

 剣道の研修につきましては、来年度は実

施する方向で既に教授に内諾をいただい

ており、あとは日程調整をつめていく状況

になっています。 

 続きまして、生徒指導の茶髪にかかわる

内容です。 

 ご指摘がありましたように、生徒指導が

小学校では緩く、中学校では厳しいという

ように、小学校には、中学校のような校則

という名前ではなくて、小学校では「生活

の決まり」とか「学校の決まり」というル

ールで、一定、保護者に訴えるというか、

お願いしていくという形になっておりま

す。 

 ただ、この茶髪については、一時期と比

べまして、小学校現場では、健康上どうな

のかとか、体への影響がどうなのかという

ことを、例えば保健だより等で、皮膚に刺

激があってよくないというような案内も

させてもらう中で、一定少なくなってきて

いると捉えています。しかし、まだまだそ

ういった茶髪のお子さんもいらっしゃる

ということで、学校によって今、小・中連

携で、中学校に行ったら、やっぱり茶髪は

指導対象であり、校則に違反している部分

なので、小・中連携して、しないようにお

願いしている中学校区もございます。そう

いった取り組みを推奨していきたいと考

えています。 

 生活習慣につきましては、先ほど、夜更

かしなどについては健康上よくないこと

を、例えば保健だよりとか学校だよりのほ

うで保護者に伝えていただき、また、それ

らの内容については、校長会、教頭会を通

じて、例えば、長期休業に合わせて指導し

ております。また、随時、府の資料とか市

の資料とかも使って保護者啓発を行って

おります。今後もそのような形をとり続け

て指導していきたいと考えております。 

 国旗・国歌にかかわる内容です。 

 こちらについてですが、中学生が歌って

いないという状況があるのではないかと

いうご質問です。 

 毎年、卒業式の行われる時期になりまし

たら、校長会、教頭会を通じて、きちんと

学習指導要領にのっとって適切に取り扱

うように指導を行っているところです。特

に児童・生徒についても歌えるように指導

を行っております。 
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 また、卒業式・入学式が行われた後に、

市教委より電話で各校に対し実施状況に

ついてヒアリングも行っているところで

す。 

 先ほどのご指摘にあったように、子ども

たちの歌う音量についても聞き取りを行

っているのですけれども、例えばそういっ

た音量が少ないというところがありまし

たら、きっちり歌えるように学校にも指導

していきたいと考えております。 

 続いて、運動会の時期についてですが、

近年のこの暑さもありまして、熱中症対策

としての時期の変更は考えていかなけれ

ばならないと思います。 

 今年度は２校が、時期変更して行ってお

ります。１校については６月、もう１校に

ついては１１月に実施されました。 

 現在、来年度につきましては、２校が時

期を変更しようとしていると聞いており

ます。 

 教育委員会としては、この日に運動会を

しなさいという指示は徹底できないので

すが、やはり熱中症にかからないように対

策を考えることに伴って、やっぱり時期を

考えていただくことについても指導して

いきたいと考えております。 

 続いて、体験学習にかかわる内容です。 

 委員がおっしゃるように、私も体験学習

はその過程が大切だと思っています。現状

では、田植えをしたり、育っていく過程の

部分は余り見えてないのですけれども、稲

刈りをしたり、その後、各学校によって名

称は違いますけれども、「お米パーティー」

みたいな形で一緒に、お世話になった農業

委員会の方々とともにおにぎりをつくっ

て、おみそ汁と一緒に調理実習のような形

で食べて、感謝をあらわすというような取

り組みはやっております。 

 昨日、ご答弁申し上げた中で、カリキュ

ラム・マネジメントという話をさせていた

だきました、その中で地域の資源を活用す

るという話もさせてもらいました。やはり

こういった、例えば田植えができる田んぼ

がある、その環境というのは資源だと捉え

て、授業の中で、例えば理科で稲の成長過

程を観察するとか、社会科でその物流です

ね、稲が育ってお米になって、どのように

消費者のところへ届いていくのかを学ぶ

とか、そういったものを実感し、意識し、

その現場に行くこと等、そういうことを通

して体験学習を深めるということができ

るのではないか。また、体験学習について

も各学校に指導していきたいと思ってお

ります。 

 続いて、修学旅行にかかわる内容です。 

業者の選定等にかかわっての本年度の状

況です。 

 本年度の修学旅行の業者についてです

が、７者が選定されて、一番多く選定され

た業者は５校で選定されています。 

 令和２年度については５者が選定され

て、一番多く選定された業者は４校で選定

されているということです。 

 保護者の意見を取り入れることをちゃ

んと行っていくようにという話であった

と思います。 

 前回の委員会でそのようにご意見をい

ただきまして、その後の校長会、教頭会の

ときにこちらからもその内容についてお

伝えをして、令和２年度で業者の選定が決

まる予定の、まだ業者が決まってない学校

が４校あったのですけれども、そのうちの

３校につきましては、選定委員会に保護者

も入っていただいてプロポーザルを行っ

て、保護者の意見も反映することをやって

おります。 
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 また、残りの１校については、アンケー

ト調査で保護者の意向を聞くという形の

ように、各学校も保護者の意見を聞ける体

制をとろうと動いてきているのかなと捉

えています。 

 続いて、スマートフォンの件です。 

 これまでスマートフォンの取り扱いに

ついては、府や市の啓発リーフレット等を

使って、このスマートフォンの活用につい

ての危険性とか、フィルタリングについて

はお伝えをしてきました。 

 現在、摂津市でも「携帯の取り扱いのガ

イドライン」について作成しているところ

です。そこには、これまで摂津市は「原則

持ち込み禁止」ということにしており、そ

の方針を引き継いだ状態で、そこのガイド

ラインの中にも、フィルタリングのことに

ついてとか、その内容についても記入して

ありますので、これらを使って保護者とし

っかり話していただくという機会をつく

っていただきたいと考えております。 

 続いて、いじめ防止にかかわる内容です。 

 いじめが、見逃しはないのかという内容

があったと思います。 

 摂津市でも、本年度、いじめの認知件数

はふえてきております。 

 学校からは具体的な内容について報告

もいただいていますが、確認いたしますと、

その中には本当にささいな内容、例えば子

ども同士の遊びの中から、からかいの中か

らでもいじめの事案と認定して、丁寧にし

っかりと対応をしているという報告が上

がってきています。そういったものもいじ

めと捉えて学校は対応できるようになっ

てきているので、件数についてはふえてき

ているのだとと捉えております。 

 そういう意味では、教員のアンテナは高

くなっているのではないかと思います。 

 もちろん、子どもに対しても人権意識、

人権感覚を醸成していくのが学校の役割

でもありますが、教員の人権意識、人権感

覚等を醸成し、このいじめを見逃さない体

制づくりをしていきたいと思います。 

 次年度の対応としましては、新規の事業

でも説明させていただいているスクール

ロイヤー等も活用しながら、深刻化させな

い対応を今後行っていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 井上課長代理。 

○井上学校教育課長代理 人権教育、とり

わけ、拉致問題の指導や方向性のことにつ

いてお答えいたします。 

 人権教育は、当事者の立場に立って考え

ていくということが重要であり、この拉致

問題についても正しく理解し指導してい

くものと認識しております。 

 その中で、今年度、各校の人権教育の校

内研修において、めぐみ、拉致問題のこと

について取り上げて実施しております。 

 また、教育委員会としましては、人権担

当者会でめぐみ、もしくは拉致問題のこと

を取り上げ、指導、伝達をさせていただい

ております。 

 また、アニメめぐみですが、従来、２５

分ぐらいの長さであったものが、今回１５

分版という、新たに短時間で活用できるも

のが出ましたので、その活用については、

各校に周知しまして、実際に教職員がしっ

かりとその内容を理解した上で児童・生徒

に指導していくよう指導しているところ

です。 

 今年度につきましては、全小・中学校で

教員への研修は実施され、また、児童・生

徒の視聴についても、現在のところ、小学

校については３校、中学校については２校、
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実施予定ということで聞いております。 

 中学校については、例えば第三中学校の

ホームページで活用した様子をアップを

しています。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 教育政策課に係り

ます４点のご質問につきまして、答弁申し

上げます。 

 １点目の、小学校の受付員の役割につい

てでございます。 

 今、ご指摘がありましたとおり、池田の

小学校の事件を受けまして、平成１６年度

より、基本的には地域のボランティアの方

の見守り活動ということでスタートをし

ております。 

 職務内容といたしましては、学校に来ら

れた方に、受付においてお名前等を記載を

していただくということが主なものにな

っております。 

 基本、ボランティアの方でございますの

で、個人のボランティアの方、それから団

体のボランティアの方、これは地域の自治

会が担っていただいたりするのですけれ

ども、基本的には学校のご近所にお住まい

の方が、地域のつながりが薄くなったとこ

ろに犯罪等が起こりやすいということも

ございまして、地域の方のご協力で受付に

座っていただいているということになっ

ております。 

 ただし、いわゆる警備員といったもので

はございませんので、何か不審者等が来た

際には、捕まえるとかいうのではなく、危

機を知らせるボタンを押して職員室に知

らせるということになっております。 

 受付員の担っていただく役割等につき

ましては、年に一度、研修をさせていただ

いており、皆さんには勉強をしていただい

ている次第でございます。 

 続きまして、教職員の組合事務所につい

てでございます。 

 摂津市小中学校教職員厚生会・摂津市教

職員組合からは、摂津小学校、また、摂津

教職員組合からは鳥飼北小学校を、行政財

産に係る使用許可申請を出していただい

ておりまして、現在使用をしていただいて

いるところでございます。 

 これまでは専従の方もいらっしゃった

と思うのですけれども、令和２年度につき

まして、おられなくなるということを伺っ

ております。 

 また、光熱水費等はそれぞれご負担をい

ただいております。 

 それから次の、大規模校、小規模校の、

特に小規模校の学校をどういうふうに展

開していくのかというお問いでございま

す。 

 第五中学校区の小規模校化、特に鳥飼東

小学校が今年度、全学年が単学級というこ

とになったことは、私どもも大きく受けと

めております。 

 今後のことは、校区を変えるのか、ある

いは、何か組み合わせを変えていくのか、

幾つか方法はあると思っております。 

 その一つひとつについて、こういったと

きにはどうなるのかという勉強もさせて

いただいておりまして、他市の先進事例等

も今見させていただいているところでご

ざいます。 

 ただ、来年度、鳥飼地域のグランドデザ

イン、鳥飼地域自体のまちづくり構想を立

てていく件に関しまして、我々が単独で決

めていくということもちょっと難しいと

思っております。 

 その市長部局のグランドデザインと情

報の共有、連携等をさせていただきまして、
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今後のことにつきましては検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、小学校の卒業記念品でございます。 

 実は本年度、英語の指導主事等にもご相

談をさせていただきました。電子のもので、

もっと便利なものを使っておられる時代

だと思うので、何かほかのものがいいです

かというご相談もさせていただいたので

すけれども、紙で調べることにも意義はあ

るし、やはり受験等も含め英和辞典があっ

たほうがいいですよというアドバイスを

いただきましたので、本年度の分につきま

しても、この辞典で対応をさせていただい

ております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、子ども

会の件についてご答弁させていただきま

す。 

 決算審査の際に、現場の意見も大事とい

うことをご指摘いただいて、現場の一部の

方からご意見を聞いております。 

 その中で、やはり安威川以南については、

子どもがすごく減っており、子ども会の存

続というのは非常に難しい話も聞いてお

ります。 

 その中で、最近ですが、子ども会のある

監督から相談がありまして、子どもが、子

ども会がなくなって、スポーツ大会に出ら

れないという話を聞いており、校区をまた

がってチームを入れていただけないかな

という話もありました。やはり子ども会が

減っておりますので、この部分は結構です

よという話はさせていただいております。

その中で、私ども努力はしておるのですけ

れども、加入促進は非常に難しい状況です。

４月の広報、それから各学校にビラをまく

など、これからもしていこうとは考えてお

ります。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 現場に行って教員と話

をしていくべきだという、昨年の委員会で

もご指摘いただいた件ですけれども、ご指

摘後、これまでに７校、小学校５校、中学

校２校を回らせていただきました。多い学

校では１０名ぐらいの先生と１時間半ぐ

らい時間をとって話をさせていただきま

した。感じはやっぱり先生方いろいろ悩ん

でおられるということもわかりましたし、

一方で教育委員会が校長を通じて伝えて

いるはずのことがなかなか現場の先生に

までしっかり伝わっていないという現状

も改めて認識できました。そういう意味で

やっぱりこちらも伝え方をもっと工夫し

ていかなあかんなと思っています。 

 それとあと、私としてはやっぱり初任者

にもそうなのですけれども、やっぱり教員

というのは、まずは見られる存在だと、ど

こに行っても、いつ何時でも教師をしてい

る限り、摂津市だけじゃなくて、茨木市で

も梅田でも見られる存在であるという話

とか、あるいは記憶に残る存在だと。やっ

ぱり名前を、こんなに年とっても覚えても

らえる職業というのはほとんどないと思

いますので、そういうお話。それから先ほ

ど委員もおっしゃいましたすごく影響を

与える職業だという話もさせていただい

ています。また一方で、やっぱりメタ認知

といいますか、要するに自分自身を第三者

的に見詰める、そういう能力を養ってほし

い。やっぱり子どもと話をしていますと、

子どもと同じ目線に立って、ある意味感情

も入って話をしてしまいがちになる。それ

は私の経験からもそうですので、やはりそ

ういうときに、自分自身がしゃべっている

ことを第三者として冷静に見て、子どもの
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様子をきちっと見て、ちゃんとこちらの思

いが伝わっているかどうか、そういうこと

ができるようなそういうメタ認知能力を

養ってほしいという話もさせていただき

ました。 

 先ほど、雲の上の人になるなというお話

だったのですけれども、まさしく実は先日

校長と話をしまして、そこの学校の先生か

ら、教育長のいろいろ話は聞くけれどもや

っぱりなかなか遠い存在だということも

聞きました。来週、委員会の日程の中で予

備日もありますけれども、もし時間があく

ようであれば、ある意味今休校ですので、

教員も自由な時間もあると思いますので、

できれば来週また学校を回っていきたい

なと思っています。 

 ただ、先ほどの不祥事の問題もそうなの

ですけれども、やはり私が感じますのは、

やっぱり今の、それも若手というよりは、

中堅、三十五、六ぐらいの人の感覚がやっ

ぱり我々の感覚と変わってきている、ずれ

てきているなと。例えば先ほどの茶髪の指

導でありますとか、あるいは基本的な生活

習慣の指導なんかも、ある意味今まででし

たら、そういうことに関しての教員の感覚

というのは、何も議論しなくても大体一致

できたのじゃないかなと思うのですが、今

はやはり一人一人教員の感覚が違うのじ

ゃないかなと思っています。そういう意味

もありますから、やはりその辺の意思統一

といいますか、何がいいと、悪いというよ

りも、まずは、みんながどんなふうに感じ

ているのか、学校としてどうしていくのか

という話をやっぱり今後学校にもしてい

っていただきたいし、私もそんなことも含

めて今後話をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきたいと思います。より具

体的に２回目はしていきたいと思います。 

 働き方改革なのですけれども、いろいろ

ご配慮されて何とか軽減せなあかんとい

うお気持ちで今答弁されたと思うのです

けれども、例えば地域のいろいろな集まり

がありますよね。地区市民体育祭もそうで

すけれども、必ず校長先生やら教頭先生が

来ていただいているのです。それはありが

たいのです。しかし、何で校長と教頭が二

人揃って来ることないやろうという考え

方が私にはあるのです。というのは、きち

っと休みは休んでもらわなあかんという

ことから、やっぱり我々も認識を持たなあ

かんねんけれども、そういう点、教育委員

会のほうからしっかりとその管理職に対

しては休みをとりなさいという、どっちか

が行きなさいとか、例えば必要なかったら

両方とも行く必要ないとか、そういうこと

を明確にしてあげることが管理職には必

要じゃないかと。特に管理職の方々はさま

ざまな地域にお世話になっているから、地

域のために何とか恩返しをしたいとか、地

域の方々のつながりを大切にしたいとい

う気持ちは僕は大切だと思うのですよ。で

も組織としてやっぱりその方々に対して

負担を軽減するということも、これは必要

なので、組織として教育委員会からその辺

の精査をすべきじゃないかと思います。教

育委員会から働き方改革でそういうこと

は好ましくないと言われましたので、とい

うことで言いわけが立つじゃないですか、

そうなってきたら。私らも行事が多いとき

は、秋なんか毎週毎週出るときがあるじゃ

ないですか。そのときにいつも校長先生や

ら教頭先生に来てもらっています。ありが

たい反面気の毒やと思っています。家族サ
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ービスもせなあかんし、年齢的にいったら

お孫さんの世話もせなあかんかもしれま

せん。体を休めて心をリフレッシュするこ

とが必要じゃないかと思いますので、教育

委員会としてきちっとした決まりごとを

決めてその辺の負担の軽減もやっぱりし

てあげるべきじゃないかと思いますので、

これは要望としてお願いしたいと思いま

す。 

 次に、学力向上なのですけれども、これ

は後ほど言います生活指導にかかわるの

ですけれども、私、沖縄県に非常に興味が

ありまして、沖縄県の成績は、一時大阪府

とブービー争いをしているような状況も

ありましたよね。しかし沖縄県は、つい数

年前聞いておったら全国的にも１０番前

後のランクに上がった。いろんな要因があ

るのですけれども、例えば沖縄県というの

は、夜が遅く、午後９時ごろから晩ご飯が

始まって、遅い時間までお父さん、お母さ

んが飲み続けて、子どもがその横におると

いうことが多々あって、そこで県教委がそ

ういう生活習慣をきちっと改めるべきと

いう話で、保護者との協力を得ながら、子

どもたちはしっかりと早いうちから寝さ

せるように、けじめをつけて、そういうこ

とから始めましょうということで始めま

した。医学的にも先ほども言いましたよう

に脳内発達段階で非常に睡眠ということ

が必要であるということを聞いておりま

す。それから、これはちょっと摂津市とは

違うけれど、沖縄県というのは離島がたく

さんあって、離島というのはサンクチュア

リなのですよね。先生一人、子ども５人と

か、そういうところもあったりね。それが

中学まではそういう形で離島で何とかで

きるのですけれども、高校に入るというこ

とになったら市と名前がつくところや本

島に行くのです。高校に入る段階での学力

のギャップがきついのです。そこで追いつ

けない子どもたちが、極端な話、非行に走

ったりするということもあるということ

で、それを是正せなあかんということで、

離島のＯＢ会みたいなのをつくったり、教

職員のＯＢ会みたいなのをつくったりし

て、離島から来る子どもたちをフォローし

ようということで勉強を教えたり、そうい

うフォローをされたらしいです。二つの事

例は、一部かもしれませんけれども、そう

いうことの努力によって、沖縄県の成績が

上がっていったということなのですよね。

今の学力向上で摂津市が、河平課長が言わ

れたように徐々に上がってきた。それをし

っかりと担保するには、やっぱり保護者と

話し合いをしながら、成績が上がるよう日

常の生活についても協力をお願いすると

いうことをする必要があるのじゃないか。

そういうことも改めてやっぱりやってい

くことが成績向上の担保になるのじゃな

いかと思うのですけれども、そういう点で

お考えをお聞きしたいと思います。 

 それから教員の人材育成なのですけれ

ども、問題を一つ取り上げて言うのは何で

すけれども、不適切なプリントが配られた。

それを保護者が見ておかしいということ

で言われた。何か頭からお湯をかけたらど

ういう反応をするかとか、そんな内容のプ

リントを子どもたちに使ったということ

で。私は問題なのは、そのプリントについ

て保護者から言われたのじゃなくて、その

学校でおかしいのではという議論が何で

なされなかったのか。誰がそれをチェック

したのか。何でそのまま出されたのか。そ

れが非常に私としたら疑問に思うのです

よ。当然そういう形でチェック機能があっ

て、さまざまな教員同士がそれに関与しな
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がらも、そういうプリントが出された。そ

こからさらにいろいろ聞き込みをしまし

たら、そのプリントを出した先生に対して、

物を申すことがなかなかできないような

雰囲気にあったということを聞きました。

だからそういうような状況の中で、これは

ちょっとおかしいとか、同僚やら先輩や後

輩やらがそれをチェックするという、そう

いう雰囲気を醸成することが必要じゃな

いかと思うのですけれども。学校内部での

問題に対してのチェック機能が果たせる

ということが必要じゃないかと思うので

すけれども、その点についてご答弁お願い

したいと思います。 

 それから、人権教育なのですけれども、

具体的に教えていただきたいのです。どの

学校でどれだけの授業をやって、何時間

「めぐみ」に費やしたのか。学校でまちま

ちではあかんわけです。人権問題は以前か

ら学校教育の中ではよく言われています。

私は先ほど言いましたように、拉致の問題

というには最大の国際的な人権侵害やと

思っています。その相手国の中の北朝鮮、

その関係の組織の方々が現実に日本にお

られ、そういう方々の要望かも知らんけど、

さまざまな民族教育をされていますよね。

特に朝鮮半島に対しての民族教育をされ

ています。それで、逆に言ったら、何か遠

慮があるからそういうことを教えていな

いんちゃうかと思ったりするわけですけ

れども、そういう点でも具体的にデータと

して出していただきたいのですよ。その点、

まずお願いします。 

 それから体力の問題ですけれども、これ

も先ほど言った生活習慣とも連動すると

思うのです。剣道の講習を受けたときの講

師が大阪体育大学の講師なのですけれど

も、十二、三歳から１８歳ぐらいまでの五、

六年間が物すごく子どもの一生の体力的

に影響するらしいと聞いたのです。だから

そのために文部科学省としたら体育の時

間をとって一生懸命クラブ活動させて、肉

体的に細胞とかいろんなものを強化して、

忍耐力もそうやし、そういう体育をしっか

りとやると位置づけたらしいのですよね。

例えば私、剣道をやっていますけれども、

最高齢の試合に出ている人が１０３歳で

よく話をするのですけれども、若いときの

貯金を使っているんやと言います。１０代

の若いときに一生懸命すごい稽古をやっ

て、身につけた体力や肺活量が、４０代、

５０代、６０代、７０代、８０代になって

貯金として使えるようになるんやと。小学

校高学年から中学校３年間、それから高校

３年間で人間の体力やしっかりした体幹

とかいうのは、この辺に大体決定されると

いうことを言ってはりました。だから、一

生にかかわることなので、国もこういう調

査を一生懸命していると思うのですよ。だ

から体力をつけるために、さらなる努力を

してもらわなあかんのやけど、その点もう

一回ご答弁をお願いしたいと思います。 

 武道に関してですけれども、そこに教授

が入って、これからも研修をしていくとい

うことだったので、一安心したのです。彼

のことはよく存じ上げているのですけれ

ども、一番剣道に対して論理的にしっかり

した人でよくわかった方です。それと、生

徒たちがやるから防具とか、竹刀に対して

扱い方が非常に危惧されるのですけれど

も、一つ間違えたら命がなくなるような、

ドイツでは先側から竹が飛んで目に突き

刺さって即死したという例があるので、し

っかり気をつけるよう要望しておきます

ので、お願いしたいと思います。 

 それから子どもの生活指導、茶髪の件な
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のですけれども、一時よりは少なくなった

ということもあるのですけれども、子ども

にとっては非常に害があることは立証さ

れているわけであって、子どもにとって害

があることを親が強いてやるというのは、

これは先ほど言いましたように、いじめと

いうか、虐待です。その辺に関しては、親

にしっかり再度注意を促すことも必要や

し、それから夜中にうろうろしているとい

うことは、さっきも言いましたように授業

中に居眠りするような子がふえたりして、

当然学力が落ちます。そういう点もしっか

りと、これは教師が保護者に対して、その

旨を伝えるべきやと思うのです。その点に

関して、再度お考えを聞きたいと思います。 

 それから国旗・国歌の指導ですけれども、

これは授業というか、国旗とか国歌の概要

を教えているのかなと思ったりするので

すよ。例えば日の丸、君が代、これはどう

いう流れの中で起きたか、国の国旗になっ

たかということを授業として教えている

のか。私も歌えといって歌わせるというこ

とは決して余りよくないと思う。しかし、

ラグビーとかサッカーのときに自然発生

的にみんなしっかり歌いますよね。ああい

う光景がベストなのですよ。だからそうい

うような、教育として国旗・国歌の意味合

いとか、歴史とか、そういうこともやっぱ

り教えるべきちゃうかなと思うのです。何

でこういうことを制定されたかというの

は、教えるべきだと思いますし、それが例

えば極端に軍国主義やらそういうことに

つながるとかいうのは、私は全く理解でき

ないのですけれども、そういうことをしっ

かり教えるべきやし、それから国際的な感

覚を養う面でもそうやと思うのですよ。ど

この国に行ってもやっぱりそういう国の

式典とか、そういうときには当然国旗や国

歌が流れるわけであって、それに対して非

礼な態度をとるということは国によって

は許されない状況も出てくるわけじゃな

いですか。だからそういう面では、教育と

してもそういうことを教えて、国際的にと

いうことを言われますけれども、ＩＴやら

国政やら語学やとか、そういうことも当然

必要ですが、国際的なルールの中での行儀

ということをやっぱり教える必要がある

のじゃないか。外国に行って非礼な態度を

とって、それに対して子どもたちが処罰さ

れるということは、これはやっぱり望まん

わけです。だからそういう点でも教えるこ

とが必要じゃないかと思うのですけれど

も、その辺ご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 運動会の時期もやっぱりそれぞれの学

校が認識されているみたいで、また時期を

変えるということを言われていますので、

その辺は暑さ対策、熱中症対策の意味から

も、しっかり保護者とか先生間で、それか

ら学校間で話をされて決めるべきと思い

ますので、それはそれで推し進めていただ

きたいと思います。それは要望しておきま

す。 

 それから体験学習ですけれども、今、河

平課長がおっしゃって、その意味はよくわ

かっていただいていたと思うのです、ご答

弁の中でそれはわかりました。一番の問題

は過程なのですよね。僕ら小さいときにご

飯粒を残したらお百姓さんに対して失礼

と言われました。きれいにご飯粒を食べて

残したらあかんという教育をされた。過程

がわかったらその気持ちがわかるのじゃ

ないかと思うですよ。暑い日には雑草を抜

いて世話をしてやっているんやというこ

とを見させたり、米粒一つができるために

どれだけの労力をみんなが費やしている
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かということ、昔は、これを全部人力と、

せいぜい家畜を使ってやったということ

を、やっぱり子どもたちに歴史も教えて、

そういうことを知って物を大切にすると

か、粗末にしないとか、これをつくってい

ただいた方に感謝するとか、そういう気持

ちがあって、いろんな面で学力向上、体力

の向上、そういうことの一つの要因になる

のじゃないかと、直接にはならないかもし

れないけれども、そういうふうに思います

ので、その辺のことを河平課長、しっかり

と意識を持ちながら過程を教える。米粒一

つの大切さ、いただきますという言葉を使

う意味、我々は命をいただきながら生きて

いっているわけですから、そういう点のこ

とをしっかりと教育の中に埋め込まれる

ということも必要じゃないかと思います。

これもできましたら、私の言うことに関し

てご答弁いただきたいと思います。 

 それから修学旅行なのですけれども、き

ちっとデータを出してください。ばらばら

じゃあかんのですよ。私は何回かこの修学

旅行で言いましたけど、先生方、その辺が

うとい。業者とのつながり、つき合い方が

感覚的に緩いんちゃうかなと思うことが

あるのですよ。例えば従前からやったら、

組合の旅行から、社会見学から全部１業者

がやっていましたわ。その業者自体が、摂

津市の仕事をやっていますと、自分たちの

ホームページに書いていたそうです。その

中で、例えば先生方個人が家族旅行すると

きに、その業者が来て手配するような、そ

ういう厚遇を受けた場合は、場合によって

は、これは非常に問題が生じることになる

じゃないですか。現実にどこかの中学校で

そういうことがあったと新聞に過去に載

りましたけれども。その辺は業者とのきち

っとした線引きが必要じゃないかという

意味から私は言っているのです。 

 それと修学旅行で平和教育ということ

で、広島市に行くことになったと聞きます。

平和教育というんやったら、先生方がしっ

かりと内容を吟味して、議論しながら決定

せなあかんのに、業者が全てそのレールを

敷いてやっておったら、言うてることとす

ることが違うとなるわけです。そういう平

和教育に対しての熱意があるんやったら、

自分らが全部いろんな計画を立ててやる

のが当然と私言ったことがあるのですけ

れども。１回契約をとったら３年間はその

業者がやるという話じゃないじゃないで

すか。その辺きちっとデータとして出して

いただいて、それで、私今度また３回目の

質問をしたいと思うので、それは当然把握

されていると思うので、それを出していた

だきたいと思います。 

 次に、学校のスマートフォンですけれど

も、子どもたちに対してはいいのですけれ

ども、先生方はスマートフォンの扱いをち

ゃんとしているのか。学校のことを例えば

ＳＮＳに個人的に出してるんちゃうか。そ

れから発信をするにあたって子どもたち

の個人情報への配慮をしっかりとした上

で、先生方はスマートフォンの取り扱いを

されているのか、その辺もちょっとお聞き

したいと思います。 

 それから教育委員会と学校の乖離です

けれども、私は１５校全部行ってほしかっ

た、この間にね。行った学校の方からいろ

いろ情報を聞いたら、やっぱり教育長が来

てくれて、私らのことを気にしてくれてた

んやと、喜んでいます。教育長あなたは大

阪府の中でやっぱり組織ということを重

んじられたと。当然、組織は必ず必要です

よね。しかし、組織が滝が流れるように上

から下だけでは済まんこともたくさんあ
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るわけです。新しく入る新任の教員なんか

は、志があって、一定の教育を受けて試験

を合格しているわけです。しかし、さまざ

まな人間関係で暗中模索をする。自殺する

職種の中で一番教職員が多いと聞きまし

た。暗中模索している新任の教員に対して、

教育長はしっかりとそこで話し合いをし

ながら、その燃える情熱を新任の職員に注

ぎ込むことが必要じゃないかと。それをし

っかりやることによって、私が今いろんな

話をしたさまざまな問題、ある一定解決で

きるのじゃないかと思うのです。全部解決

するなんて到底思いませんけれども。やっ

ぱりしっかりと自分自身が今語るべきこ

とを、教職員と語るべきところがあるんや

ったら、自転車でもちょっと健康のために

歩いてでも行って、そこで語り合うことが

大切と思うのですけれども、その点は、半

分しかまだ行けてないということなので

すけれども、何回も言いますけど、絶対煙

たいとは思っていない。そういうふうに気

にしてくれてるねんなとみんな言ってい

る。やっぱりこじんまりした市やからどん

どん教育長ご自身が動くことが、そういう

さまざまな問題を解決するのじゃないか

と思うので、教育長、もう一回ご答弁をお

願いしたいと思います。 

 教育政策課の件ですけれども、受付員の

件はわかりました。地元のボランティアの

方やからなかなか言いにくいのですとい

うことかもしれません。当然暴漢が入って

きたら戦えなんか言えませんけどね、でも

何かお願いできることがあるのじゃない

か。学校の入口には受付員がおるから、ち

ょっと安心やなとか、コミュニケーション

が図られて、いろんな子どもたちを見守っ

ていただけるんやったら見守っていただ

けるような対応をしていただくようなこ

とを促すとか、そういうこともあるのじゃ

ないですか。もっと善意を活用できるよう

にシステムとして受付員を単に置いても

らうのじゃなくて、その方々の善意を活用

できるような、やっぱりそういう対応をし

てもらう、考えてもらうということが必要

じゃないかな。これも要望にしておきます

ので、お願いします。 

 組合事務所の件もそれはわかりました。

そういう形で光熱費をいただいて。ただ、

管理者としてやっぱりその辺をきちっと

管理できているかというのはあるので、部

屋に入らせてもらってその辺のことをし

っかりと見ておく必要があると思います

ので、その辺はお願いしたいと思います。

これも要望です。 

 それから大規模校、小規模校、これはも

う大きな施策の中での問題ですので、当然

あなたがご答弁されたことは限界がある

と思うのです。ただ、小規模校にちょっと

荒れた雰囲気があるということを聞いた

りしたのです。いじめの問題なんかでも、

ずっとクラスがえがなかったら同じ、いじ

められるんやったら、１年から６年までい

じめられなあかんような状況というのは、

やっぱり子どもの教育によくないという

ことがありますよね。小規模校にはそうい

う弊害があるわけです。だからその辺の小

規模校の問題をやっぱりしっかりと市長

部局なり、行政に訴えて、これは教育長を

通じてですけれども、そういう必要がある

のじゃないかと思いますので、これも要望

しておきます。よろしくお願いします。 

 それから卒業記念品、やっぱり時代のニ

ーズに合わせて、これは便利やな、これは

小学校の先生方やら教育委員会が、こうい

うふうにして、私らが使いやすいように考

えていただいたのだなと思えるようなも
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のをやっぱりあげるのが必要じゃないか

と思いますので、その辺もちょっと、それ

があかんと言いませんけど、再考していた

だきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 それから子ども会、大変なのはわかりま

す。やっぱりある程度予算を獲得して、子

ども会へ何らかのことに対して使ってく

ださい、これはあなた方で考えてください

ということを投げかける。お金をそういう

面でかけるということはやっぱり必要じ

ゃないかと思います、現実的に。やっぱり

ある程度予算づけをされて、予算をつける

ことによって、組織を活発にするというこ

とは、これはできるんちゃうかなと思うの

です。こういう予算があるので、これを有

効に使ってみてください、ということをさ

れたら、多分子ども会に属している方々は、

これやったら何か大会しようとか、何らか

のイベントをしようとか、子どもたちが何

か楽しめること、喜べることをしようか、

そういうことを考えると私は思います。そ

のためにはやらしい言い方かもしれんけ

ど、金ですわ。そういう方法もあるからど

うですかということを問いかけています

ので、ご答弁いただきたいと思います。 

いじめの問題に関して、逆にこういう件

数がふえたというのは、それだけ敏感にな

って、いじめを見つけ出すということはで

きたということで、ある一定評価するので

すけれども、ただ、いじめでも先ほどのご

答弁の中で、ささいなことでそれを露呈す

ることによって、子どもたちの人間関係が

おかしくなったり、保護者との関係がおか

しくなったりすることもあるので、そうい

うことが例えば見識がある大人たちでい

じめ対策の議論がされていると思うので

すけれども、その辺のことをしっかりと精

査しないと、そういう逆の意味での弊害が

起きる可能性があるわけです。いじめと断

定されんでもやっぱり人間社会において

は、さまざまなストレスがあるわけです。

そのストレスを何とか克服しながら子ど

もたちが大人になることも必要なことじ

ゃないかと私は思うのです。単純にいじめ

の段階やというのじゃなくて、それぞれの

人間関係を考える一つの時間も必要じゃ

ないかと思うのです。だから、当然そうい

うふうにして敏感にしてあげるのもいい

けど、しっかり分別をもって精査すること

が必要じゃないか。子どもたちに対して一

つの課題を与えることも必要じゃないか。

ある統計によりますと、新入社員で１か月

か２か月でやめる人が多く、ストレスにな

れていない若者が多い。社会に出たらやっ

ぱり全て思いどおりになることなんかあ

りません。さまざまな理不尽の中で、それ

からストレス、目標、課題、そういうもの

に対して何とか社会の中で成果を上げよ

うと思ったときに、心と体を鍛えなあかん

ということもあるので。いじめをしっかり

と見定める必要があるのではないか。社会

に出る訓練をするという学校はその過程

にある。特に義務教育課程は非常に、大切

な時期ですので、その辺のことを情熱をも

ってやっていただきたい。これも要望にし

ておきますので、以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 暫時休憩します 

（午前１１時４１分 休憩） 

（午後 ０時４５分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課に係る内容についてご答弁申し上げま

す。 

 まず学力向上についてです。学力向上は
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委員がご指摘のとおり、学校だけで行われ

るものではなく、やはり学校、家庭、地域

で連携して行っていかなければならない

ものだと言われています。また、生活習慣

の乱れ等がやはり学力向上にもかかわっ

てきていると考えています。 

これまでもいろいろデータの分析等も

しているのですが、本市におきましては、

データを見ても保護者の方が子どもに意

識が向いていないのかな、もっと見ていた

だきたいなと感じているところです。 

教育委員会としては、これまでもリーフ

レット等で家庭学習の大切さとか、子ども

の夢に向き合ってもらいたいと、子どもと

一緒に語り合ってもらいたいというリー

フレットを作成してきました。また、教育

フォーラムなどで学校の取り組みとか、今

後大事にしていきたいこととかを学校の

発表や講演会を通じてお示ししてきまし

た。 

今後の方針としては、やはり子どもたち

や学校の頑張りをどんどん見てもらえる

ように、教育委員会としても企画して、も

っと子どもたちにも興味を持ってもらっ

て、保護者や地域が学校のほうを見てもら

って三位一体というか、一緒になって学力

向上を高めるような方法も考えていきた

いと思っております。 

 続いて、体力向上にかかわる内容です。

我々としてもこの体力向上につきまして

は、学力向上の内容と同じく大切であると

捉えています。いわゆる知・徳・体、三つ

の力と言われるように大事であると捉え

ています。しかし、これまで振り返ってみ

ると、学力の向上について強く学校にも指

導してきたかと思うのですが、体力向上に

ついては、その部分が弱かったのではと考

えております。 

先ほどの答弁でお話しさせていただい

たように、今回学校の組織的な取り組みの

状況も把握したところ、やはりその部分で

も弱さは感じられたと捉えております。当

然体力向上については、体育の授業があり

ますので、授業力の向上、授業改善が必要

になってきます。それに加えてやはり学校

の組織的な取り組みについても、我々もし

っかりと把握して指導してまいりたいと

考えております。 

 続いて、生徒指導にかかわる内容です。

学校のほうからしっかりと保護者に伝え

ていくべきではないかというご質問だっ

たと思います。委員がおっしゃるように、

保護者が夜遅く子どもを連れ回したりと

か、子どもの判断がしっかりとつかないう

ちに、例えば茶髪にするとか、そういった

ものというのは、心とか、体力、学力にか

かわっても影響があると捉えています。 

保護者に一番近い存在が学校ではない

のかと思っていますので、学校に保護者啓

発の必要性を、しっかりと理解してもらっ

た上で、学校が保護者に対して啓発ができ

るように指導をしていきたいと考えてお

ります。 

 続いて、国旗・国歌にかかわる内容につ

いてご答弁申し上げます。 

 委員がおっしゃったように、その歴史や

背景なども教える必要があるのではない

かということですが、全くそのとおりだと

思っています。現在の我々として、学校が

どの学年でいつ、どのぐらいの時間数をと

って指導したのかという状況の把握はし

てきたのですけれども、では、どういった

内容を指導してきたのか、どういった方法

で行っているのかということについては、

具体的には把握できていなかったと捉え

ております。今後は、そのような部分につ
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いても把握し、指導していきたいと考えて

おります。 

 続いて、体験活動にかかわる内容です。

答弁させていただきましたように、我々も

体験活動を含めて全ての教育課程は、その

取り組みをやっている過程が大事だと捉

えています。これは先ほど国歌の内容でも、

例えば学力向上の取り組みとかでも、なぜ

それを行うのか、その目的やこれまでなぜ

それを行うに至ったのかの経緯であると

か、そういった部分をしっかりと理解する

ことが必要であると思っております。趣旨

理解が大事だと捉えていますので、体験活

動についても、ただ単発のイベントごとに

終わることのないように、しっかりと目的

を捉えてやれるように学校を指導をして

いきたいと思います。 

 続いて修学旅行についてです。今お配り

した資料をごらんください。 

 渡辺委員からご指摘を受けまして、これ

まで各学校を指導してまいりました。３年

間継続している学校については５校あり

ます。３年間で継続することはいいのかと

いう議論もあるかと思いますが、例えば毎

年業者を検討し、１年間だけ実施して、そ

の次の年度、業者を変えるという学校もご

ざいます。 

学年度ごとに少し多い業者があったり

とか、そういうことはあるのですが、適切

に行われてきているのではないかなと捉

えています。しかし、委員からお話をいた

だいたように、教員はこういった部分につ

いてはうといところがあると思っており

ます。それをしっかりと状況を把握して学

校を指導していくことが我々の役割だと

思っています。保護者の意見をどのように

集約しているのか、そのようなことも含め、

しっかりと把握し、指導していきたいと捉

えています。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 山根参事。 

○山根学校教育課参事 教員のスマート

フォンの取り扱いについて、ご答弁を申し

上げます。 

 委員がご指摘のとおり、スマートフォン

はネットワークを介して世界につながっ

ているものでございます。そこでスマート

フォンで例えば子どもたちの写真を撮る

ということになると、どんな拍子で外に出

るかわからないということもございます。

ですので、学校の備品のカメラを子どもた

ちの活動の様子を写すときは使うように

指導しているところでございます。 

 また個人的なＳＮＳの発信につきまし

ても公務員として、また教員として信頼を

損なうようなことを発信しないようにと

いうことは、注意喚起をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 井上課長代理。 

○井上学校教育課長代理 アニメ「めぐみ」

の活用についてご答弁を申し上げます。 

 お配りさせていただきました資料にあ

りますように、児童・生徒、授業での活用

については、今年度、小学校で千里丘小学

校、摂津小学校、鳥飼西小学校、中学校で

第一中学校、第三中学校で視聴する予定と

なっておりました。ただ、２月末で休校に

入ったということもありまして、現在視聴

しているところは摂津小学校、第三中学校

となっております。また授業時数ですが、

各校とも１時間扱いということで実施し

たということになっております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 野本部参事。 

○野本教育総務部参事 人材育成にかか
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るご質問にご答弁申し上げます。 

 委員がおっしゃるように、当該校におき

まして、不適切な学習プリントを作成し、

使用するという事案がございました。校長、

教頭、その他の学年の教員は把握はしてお

りませんでしたが、使用した学年の担任は、

把握をしておりました。しかし、注意し、

制止するような状況にはなっておりませ

んでした。ここに物申せない関係があった

のではないかというご指摘につきまして

は、いずれにしましても大きな問題なので

すけれども、物申せないというよりも、作

成した当該教員が学年内において授業づ

くりで頼りにされていたということから、

任せ切りにしていた点があったこと、また

担任も気づいていながら、それが不適切で

あると、しっかりと自覚できなかったとい

う点があったことが実際の状況でござい

ました。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 子ども会の予算

化について、ご答弁させていただきます。 

 子ども会の予算化については、摂津市子

ども会育成連絡協議会とも協議しながら

予算化に向けて取り組みをさせていただ

きます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 私みずから教員と話し

合う機会を持つべきというご指摘はその

とおりでありまして、先ほども何回かご答

弁させていただいているとおりです。これ

も先ほど申し上げたように、もし来週、再

来週時間がとれるようでしたら、残りの学

校についても回っていきたいと思ってい

ます。やはり近隣他市、特に三島の近隣他

市に比べまして、摂津市は、やはり予算規

模も小さいですし、教育委員会の規模も小

そうございます。逆にそれを生かして、や

っぱり私自身が学校を回る、あるいは先生

と話をするなんて、恐らく近隣他市はやろ

うと思ってもできない話だと思っていま

すので、そういう小さい部分のよさを生か

して、今後も指導していきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、３回目の質問

をさせていただきます。 

 学力向上に関しては、河平課長のほうか

らご答弁いただいたとおりで、ただ学校の

先生が物事を教えるのがうまいとか、そう

いう問題じゃないと思います。やっぱり保

護者を含めた周辺の整備、しっかりとその

基礎がしっかりした上で学力向上という

のは果たせると思うので、先ほどご答弁さ

れたような感じでしっかりとその辺のこ

とは連絡をとりあって、汗をかいていただ

きたいのですよ。人的な対応というのは、

なかなか難しいかもしれんけれども、やっ

ぱりそこは校長先生なり、それからそうい

う管理職の方々としっかりと話をしなが

ら土壌づくりをしっかりせんことにはえ

え作物ができんのと一緒で、その辺のこと

をやっぱり働きかけをしていただきたい

と、これは要望しておきますので、よろし

くお願いします。 

 それから教員の人材育成の問題ですけ

れども、それを把握しておったけれども、

悪いとは思わなかった、これも大きな問題

です。一般的に考えて、頭の上からお湯を

かけるなんていうことを課題に出すとは、

普通に考えてもこれは言語道断というこ

とになるわけであって、それを教材として

出して、それが担任で悪いと思わなかった

というのは、学校全体、摂津市全体の教職
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員の中でどんな意識づけ、どんな考えを持

っているのかと、問いかけたくりますよね、

これは。どこの組織でも物事が起きたらそ

れをしっかりと精査して、そこであかんも

のはあかん、いいものはいい、そういう組

織の中で、一つ一つ耳にしながらやってい

くのは当然の話であって、それを担任が見

逃して、それでそのことを任せ切りという

のも怖い考え方です。こんなことを発想す

る人に皆任せておったわけですから。教育

長、これこそあなたが陣頭指揮をとって、

やっぱり意識改革していかなあかんこと

やと思います。当然そんなプリントが保護

者のほうやら子どもたちの目に触れるこ

とが現実にあったわけやし。それをみんな

が阻止できなかったことを何遍も言うよ

うやけれども、これは大きな問題。それに

対してどうするか、また教育長のほうから

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから拉致問題ですけれども、今は感

染対策でアブノーマルな休みに入ってし

まったから、なかなかそこから先に進めら

れへんと思いますけれども、ただ「めぐみ」

の内容は本当に心が痛いのですよ。それが

例えば一つの国を差別するような考えに

つながるとか、どうこう考えるのとは別に、

やっぱりそういう思いが現実にあるとい

うこと。自分の子どもが誘拐されたり、消

息がわからへんとなって、それが何年も何

十年もたっているのに、全然帰ってこない。

これは我々日本人として本当に人権侵害

をされたということをやっぱり子どもた

ちにもこういう事実があるということを

教えてもらいたい。そのことを私、切にお

願いするのですよ、これは。だから国も、

このことに関しては非常に重要な思いと

いうことで、こういう形で「めぐみ」とい

うアニメを出したりしていると思う。今後

どういう形で教えていくかということを

ちょっとご答弁をできたらお願いしたい

のですけれども。 

 それから体力づくりですけれども、これ

はスポーツをされているからわかると思

うのですけれども、この重要性というのは

認識されている。健全な体に健全な心が宿

るということを言われていましたよね。だ

からやっぱり体を鍛えて体力を増進する

というのは、これは子どもたちの将来にも

つながることやし、その自覚はしっかりと

持っていると思うので、これはより推し進

めていただきたい。目標意識をもって推し

進めていただきたい。これは強く要望して

おきます。 

 それから小学生の茶髪の問題、これはも

う何回も言うようですけれども、私の家の

ことやからほっといてくれと言われたら

それまでですけれども、しかし、子どもた

ちはやっぱり学校、地域でみんなで育てる

という意味から、そういう形で親に対して

啓発、それからアドバイスを根気よくやっ

ていただきたいと思います。やっぱりこれ

は子どもに与える影響が非常に大きいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。これも要望しておきます。 

 体験学習の件ですけれども、結果豊作に

なるということにこしたことないんやけ

ど、こういう体験、過程を重視して、その

過程の中でどれだけの人々が汗を流した

とか、努力したとか、研究したとか、そう

いうことを子どもたちに伝えることも、こ

れは非常に大切なことだと思いますので、

その辺も強く要望しておきます。 

 子ども会の件、非常に露骨な言い方をし

たけど、やっぱり予算をつけて、そのこと

が一番効力があるんちゃうかなと思いま

すので、そういう方向でやっていただける
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ということやけど、それなりの予算をつけ

てあげてくださいね。小さ過ぎる予算では

意味がないので、それなりの予算をつけて

あげんことには意味ないですよ、わかりま

したか。 

 国旗・国歌の件ですけれども非常にここ

は意味合いを教えるということは、ええこ

とも悪いことも教えたらええと思うので

すよ｡そういう意味合いを教えて、この国

に生きているという意識、何のために国

旗・国歌があるか。また国際的に国旗・国

歌がどういう扱いをされているかという

ことも踏まえてこれもしっかり教えてい

ただきたい。自然な形でそれが出ること、

そういうようなことが一番僕は望ましい

と思いますので、その点よろしくお願いし

ます。 

 それから修学旅行、これやっぱりずっと

続いている学校が５校あるということな

のです。それに合わせて修学旅行を予定す

ると聞いています。保護者の同意とか、例

えばそこでどれだけの議論をされたかと

いう内容、それは把握されていますか。そ

こまで把握せなあかんやんか。そこで、宿

泊所、その業者の設定ありきで修学旅行が

選ばれていることは、これは本末転倒して

いますよね。でもどうも１回契約したら３

年間オーケーやという風潮があるという

ことを聞いています、何回も言いましたけ

れども。そういうことがこういう形であら

われているんちゃうかなと思います。その

点に関して、ちょっともう一回ご答弁をお

願いしたいなと思います。 

 スマートフォンの件ですけれども、ちゃ

んと先生に対しての管理もしっかりやっ

てもらわなあかんし、個人情報ということ

もあるし、それから先ほども言いましたよ

うに、一応使用の制限を、保護者の人にそ

の辺のことを訴えていくということも必

要だと思います。子どもの使用に関しては。

そういうことも踏まえて要望しておきま

す。これ全国的な問題になって保護者の認

識が要るということで、ＰＴＡとか、そう

いう場でもやっぱり問題を投げかけて、そ

こで議論してもらいたいなと、これも要望

しておきます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 井上課長代理。 

○井上学校教育課長代理 それでは、拉致

問題についてのご質問にご答弁いたしま

す。 

 まず今後の取り組みということですが、

まずは教員がしっかりと拉致問題の内容

を理解するため、引き続きアニメの活用、

その他研修等でも指導を進めていきたい

と考えております。 

 また、子どもたちは、授業においては６

年生の社会科、中学校の公民で拉致問題に

係ることについては必ず学習しますが、そ

れらとあわせて、人権問題として、より当

事者の立場に立って考えていけるよう、ア

ニメの活用も関連づけながら進めていく

ことも指導をしていきたいと考えます。 

 また、各校において人権教育の年間指導

計画等を作成しますので、その中でも拉致

問題がしっかりとした位置づけとなるよ

う、引き続き指導していきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、修学旅行

の件についてご答弁申し上げます。 

 我々としましても、業者を一覧で見てい

ただきましたが、３年連続で業者を選定し

ている学校が５校ありました。３年までは

継続が可能であるとしておりますが、そこ

までやっても構わないという認識では私



- 27 - 

 

ども思っていません。やはり１年、１年、

保護者のお考え、感想等も含め、ご意見等

を聞きながら選定をしていくことが大事

だと思っています。 

しかし、我々今回アンケート調査の内容

は見せてもらってはいるのですが、例えば

選定委員会でどのような議論が行われて、

結果どうなったかということは、そこまで

は把握ができておりませんでした。保護者

の思いを聞き取ることについて、やはり大

事だと思いますので、それについても学校

でも把握をして、指導するべき部分があれ

ば、しっかりと学校を指導していき、しっ

かりとした修学旅行の業者選定等をして

いきたいと考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 不適切な表現のある学

習プリントの件でございますけれども、ま

ずこの件、私どもが事案を認知したのが木

曜日でございました。金曜日に府の教育委

員会、ご存じのように処分権限は府教委に

なりますので、府のほうへ相談をさせてい

ただきました。日曜日たまたま当該の学年

の学年懇談会がありましたので、そこで校

長並びに担当教員が出て、説明と謝罪を行

っております。一定ご理解をいただいたと

報告を受けております。府の教育長の相談

の結果は、これは処分には値しないという

結果でございました。ただ、そもそも何で

こんなんつくったんかということで、私も

教員とも話をしましたけれども、うんこド

リルがはやるというか、ありまして、例え

ば一例を挙げますと、田植えをしながらう

んこをもらすおじいさんとか、こういうよ

うなもので田植えの田という字を子ども

が書くと、そういう漢字のドリルがありま

して、４００万部売れたというベストセラ

ーになっているのです。こういうことで、

子どもたち、小学校の特に低学年は、物事

よりもうんことか、何とかいうのにすごく

おもしろがって、漢字の学習に興味を持つ

ということが実際あるようでして、この当

該教員は、そこに影響を受けて、子どもた

ちがおもしろいようにということでつく

ったということを申しております。ただ、

私も委員がご指摘のように、寝ている友達

の顔に熱湯をかける。これは絶対そんなノ

リの話ではなくて、これ自身が本来とめる

べき立場である教員がこんなことを教材

としてつくって配るということは言語道

断だと私も思いました。直ちにプリントの

回収をさせるとともに、府教委は処分なし

ということでしたけれども、私はその次の

週の火曜日から金曜日まで当該教員を教

育センターのほうに移して、現場から外し

て研修をさせるという対応をして、金曜日

に私のほうから、直接、校長並びに当該教

員に対して厳重注意、指導をさせていただ

きました。ご指摘のように、私も問題があ

ると思うのは、やっぱり学校として、この

事態を例えば小学校ですから、担任の先生

が自分のクラスだけでやっていたら、なか

なかほかの人の目に触れることも少ない

のですけれども、このケースの場合は、担

外の先生がつくったプリントを担任の先

生もやっているのを知った上でやってい

るわけですから、そこは本来でしたら、ご

指摘のように自浄作用というか、そこで働

くべきなのですが、それが働かなかったと

いうことも問題だと思いますし、そこはや

はり校長の責任の負うところが大きいと

思いまして、校長と当該教員に対して、厳

しい厳重注意をしたところです。先ほど申

し上げたように、この教員は、ミドルリー

ダーなのですね。年齢的には３０歳を超え

ていまして、そういう意味では学校の中心
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になっていただく存在の先生方です。そう

いう先生方がやはり常識というか、先ほど

の答弁でも申し上げたように、やはり我々

とは違う感覚を持っているというところ

に、やはりすごく私危機感を持っておりま

すので、今後そういうところも含めて指導

していきたいと思っております。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これで最後にしておき

たいと思います。 

 まず、修学旅行の件ですけれども、本当

に一番問題なのが、業者とのつき合いが鈍

くなるという形、なあなあの関係になるこ

とが一番私は問題になると思います。だか

ら緊張感を持って業者選定をやるという

のは、これは当然の話で、こんなん行政の

中でそんなことは多分あり得へんことだ

と思います。だからそれだけやっぱり厳重

に厳しくやっていくことが一番です。修学

旅行というのは、平和教育をする、その平

和に対しての尊さを教えるということよ

り、まず業者が宿舎をとっているし、施設

もとって、語り部も用意しているから、そ

れでやりましょうということだったら、何

の目的かわからないじゃないですか。教師

の熱き想いが伝わってこないじゃないで

すか。そういうことから踏まえて、学校の

先生は日ごろから仕事が大変だと思いま

すけれども、やっぱりそういう点は横着せ

んと、こういうような議論の中でこういう

結果になりましたということを当然把握

ができて、その報告を出させるということ

も必要だと思いますので、そういう面では

緊張感を持った業者とのつき合いをする

ということで厳重にお願いしたいと思い

ます。これは要望しておきます。 

 それから拉致の問題ですけれども、これ

は本当にしっかりと教えていただきたい。

そして、拉致問題については、教育長、ど

ういうふうに教えられているかというこ

とをやっぱり把握していただきたい。その

ように強く要望しておきます。 

 それから最後に、教員の人材育成ですけ

れども、そういう点では、教育長のご答弁

を聞いたら私の思いを共有していただい

たと思うのです。だからそういう形で自浄

能力がない組織というのは、必ずこれはだ

めになってきます。批判の的になって、そ

のことがすごく大きくなってしまう。不信

感が生まれる。いろいろ悪い作用が生まれ

てしまうわけであって、そういう意味で自

浄作用がしっかり働くような流れを、これ

も教育長が率先してつくってもらいたい。

頭から湯をかけたらとか、そんなんとんで

もない話でおもしろくして、興味を持たさ

なあかんという次元ではないということ。

そういうことが常識を外れているという

ことがわからんと、何人もの先生方が見逃

したことが大きな問題で、これはしっかり

自浄能力が働くように、これは修学旅行の

件もそうやけど、全ての学校において、そ

ういう能力が働くように、これは教育長、

率先してお願いしたいと要望して、私の質

問を終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 私のほうから３点に絞

って質問をさせていただきたいと思いま

す。本来であれば、新型コロナウイルスの

問題についても触れたいのですけれども、

毎日テレビを見ておりまして、テレビを見

るたびに不安が募るようなことばっかり

で、神戸市のほうでは、保育士、園長もそ

うですかね、感染されたという報道があっ

て、やっぱり本市として大丈夫なんかなと

思いが募るばっかりでございます。私のほ

うからは一応代表質問をさせていただい
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た中で、ちょっと代表質問は余り深く細か

く聞いていくことはできないので、少しお

伺いしたいと思います。 

 まずは、待機児童対策の保育士不足の問

題についてです。保育士不足の話につきま

しては、昨日安藤委員のほうからも話があ

って、ＫＥＮＴＯひまわり園については今

年度４月から１５０人定員であるにもか

かわらず１２０人しか受け入れられない

ということで話がありました。正雀ひかり

園については、少しずつ定員をふやしてと

いう話であるのですけれども、この保育士

不足の話については、今後ますます深刻化

するものやと思っています。今後せっつ幼

稚園を令和４年度から認定こども園化に

向けて進めていくという話がありました。

民営化に向けて来年度、再来年度で進めら

れていくと思われるのですけれども、民営

化になることによって、さらに私は保育士

不足に拍車をかけるのではないかと考え

ています。そういったところでちょっとま

ずお聞きしたいのは、せっつ幼稚園を認定

こども園化するに当たって、どれぐらいの

保育士が要るのかということについては

わからないですけれども、現段階で所管課

の考え方として、今こういった保育士不足

が起きている状況、原因等も踏まえてどの

ように捉まえているか。せっつ幼稚園の認

定こども園化後の話も含めて、まずどのよ

うに捉えているのかということをお聞か

せいただきたいと思います。 

 もう１点については、これも代表質問で

話をさせてもらっています教員の働き方

改革の問題についてです。教員の働き方改

革については、学校マネジメント事業の中

でスクールサポーターを１６人にすると

いう話がありました。その部分については

評価できるものやということで認識して

います。昨年度は、スクールサポーター３

人でした。今年度については７人です。来

年度から１６人という形なのですけれど

も、代表質問でも答弁があったかと思うの

ですけれども、今、産休等の代替講師が埋

められていない学校については、小学校で

３校、中学校で１校という状況なのですけ

れども、今年度の状況として、そこの４校

に対して、７人のスクールサポーターを配

置できている状況であるのかどうかにつ

いて、まずちょっと１回目お聞きします。

教育委員会の窓ガラスにも小・中学校の講

師募集という形でずっと長いこと張られ

ておりますけれども、その講師不足を解消

するために努力はされていると思うので

すけれども、他市との講師の取り合いのよ

うなところというのがあるのかなという

ことがちょっと気になるので、その辺につ

いてお聞かせいただきたいと思っていま

す。 

 あと、もう１点は要望だけにしておこう

と思っておるのですけれども、千里丘小学

校の基礎調査の話が昨日からあったと思

うのですけれども、この問題についても代

表質問をさせてもらって、千里丘駅西地区

再開発にかかる人数の把握について今後

どうするかということで、建築関係のこと

で調査が入っていってということなので

すけれども、摂津小学校のときのタワーマ

ンションの状況等から見ても数を試算し

ていきたいという話であったと思います。

やっぱり懸念するのは現状、三百何人に対

して令和７年度には五百何十人になると

いう話があったと思うのですけれども、そ

の部分については、今の数で千里丘小学校

内におさまると聞いているのですけれど

も、今月から入居が始まった健都のマンシ

ョンであるとか、先ほどの千里丘駅西地区
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再開発の分の人数というところは、読むの

がすごく難しいことと思うのです。そうい

う形で試算していって、今の千里丘小学校

のキャパの中でおさまらないということ

になれば、新築するなり、増築するなりと

いうことを考えられると思うのですけれ

ども、その中で千里丘駅西地区再開発で入

るマンションが２８０戸を予定している

ということをざっくり聞いたところで、そ

こから千里丘小学校に入る人数をどうや

って読むのか。市として絶対避けないとい

けないことについては、これぐらいの数や

と予想したけれども思ったよりもたくさ

ん小学校に入ってきて、小学校に児童が入

れないということです。最悪の事態が起き

ないような形で進めていかないといけな

いと思うので、そこはしっかりと調整しな

がら考えていただきたいと思うのと、あと

学童保育の問題もそうなのです。今、千里

丘小学校はプレハブがあって、そこで学童

保育を行っておられると思うのですけれ

ども、これも今言ったように学童保育は、

さらに千里丘小学校に入る児童の把握が

しづらい上に、今のところは１年生、２年

生、３年生で、どれだけの人が学童を希望

されるかどうかもわからないという現状

を踏まえて、今の学童保育室のキャパでそ

れ以上の需要があったということになれ

ば、やっぱりその分の受け入れ体制という

ことを考えていかないといけないと思っ

ていますので、この学童保育室の問題につ

いてもしっかり教育政策課と子育て支援

課のほうと連携し合って、オーバーして入

れないというふうなことがないようにし

っかりと考えていただきたいと思って、こ

の件については要望しておきます。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、ご質問

にお答えいたします。 

 保育士不足に関することでございます。

保育士不足につきましては、全国的な問題

ということでございまして、これは公立・

民間園ともに保育士の確保に苦労してい

るという状況でございます。民間園につき

ましても、それぞれ工夫をしながら採用活

動に努めていただいています。しかしなが

ら、例えば保育士の人材派遣会社に依頼し

たとしても、派遣する保育士がいないとい

う状況もあるというところでございます。

そのような中で自治体間では、それぞれ独

自で確保支援に努めているというところ

でございますけれども、本来的には、自治

体間で競争するのではなくて、保育士にな

りたい、保育士として働きたい、保育士の

仕事に復帰したい、こういった保育士が働

きやすい、働く環境を整えるということが

必要かと思います。そのためには、国が保

育士の人件費とか、施設の運営費に対する

公定価格を定めておるのですけれども、や

っぱり国としても取り組んでいただかな

いといけないと考えております。しかしな

がら、この状況、何もしないというわけに

はまいりませんことから、今後も市として

も保育士の確保支援に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山根参事。 

○山根学校教育課参事 働き方改革に関

するご質問にご答弁申し上げます。 

 講師の未配置校とスクールサポーター

の配置校との関係でございますが、現時点

で小・中学校を含めて４校講師の未配置と

なってしまっておるところでございます。

そのうちの２校につきましては、２月に入

ってからの欠員となってございます。残り



- 31 - 

 

の２校については、それぞれ１２月から、

１月から未配置の状況が続いてしまって

おります。そのうちの１校につきましては、

スクールサポーターを４月から配置して

いる学校でございます。残りの１校につき

ましては、年度途中からスクールサポータ

ーの配置をできるようにしたところでは

ございますが、そこに入っていただく人材

が見つからなかったということで、結果的

には配置ができなかったというところで

ございます。 

 また、代替講師の他市との競合という点

についてでございますが、もちろん他市に

おかれましても講師を探すと言うところ

で苦労しておられるというところも聞い

ております。やはり講師の方に声をかける

タイミングによっては、先に他市でご縁が

あったということはあるかと思っており

ます。ただ、取り合いというところにつき

ましては、やはり講師の方についても、通

いやすさというところを理由にして別の

ところを選ぶというところはございます

が、それ以外の理由で摂津市は遠慮します

というお声は特には聞いていないという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず保育士不足の話な

のですけれども、国のほうで率先的に動い

てもらえれば、それでいいと思いますけれ

ども、今の状況を踏まえて、それを当てに

してはいけない現実ということがあると

思います。令和２年度の予算を見せてもら

った中では、保育士確保支援補助金が前年

並みであるということですね。即座に予算

をつけて、今すぐにということは言ってい

るわけではないのですけれども、今後こう

いう状況が続いてくると、やっぱり自治体

間での保育士確保の競争というのが激し

くなってくるのではないかと思うのです

よね。そういったところを考えると、保育

士の取り合いみたいな争いみたいになる

のは望んではないですけれども、近隣各市

で、保育士確保のための支援補助金とかを

出されている市もあると思うのですけれ

ども、その中身について教えていただきた

いのと、その成果として保育士がもし埋め

られている状態になっているかというこ

ともわかるようであれば、２回目教えてい

ただきたいなと思っています。 

 働き方改革の分については、現状につい

てはわかったのですけれども、とりあえず

令和２年度からの分については、摂津小学

校の２名も含めて１６名配置されるとい

うことであって、基本的な事務処理とかも

含めてフォローはしていただけるという

ことです。やっぱり産休等で休まれる教員

の分のフォローというのは、スクールサポ

ーターは講師としての役目を果たせない

ということがありますので、何らかの形で

努力して講師を雇ってもらえるようにし

てもらいたいと思うのですけれども、もう

一つお聞きしたいのは、代替講師が入った

場合は、休まれる教員の仕事をほとんどさ

れるということであるのですけれども、ス

クールサポーターは事務的なフォローし

かできないので、やっぱり代替講師を派遣

されたところと、派遣されていないところ

では、派遣されていないところのフォロー

のほうが負担が大きいと思うので、講師を

派遣されたところと、スクールサポーター

で補助する場合とどういったところにち

ょっと差があるのかというところを教え

ていただきたいと思います。 

 ２回目以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 
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○浅田こども教育課長 それでは、お答え

いたします。 

 保育士確保支援の近隣市の取り組みと

いうところでございます。まず、箕面市な

のですけれども、新たに民間保育施設で常

勤保育士として採用された方に対して、生

活支援補助金として月２万円支給すると、

それを３年間支給するという事業を行っ

ておられます。 

 また、保育士養成課程で学んでおられる

学生に対して、将来箕面市で５年間保育士

として働くという意思のある学生に対し

て、学生補助金として、これも月２万円在

学中に支給するという事業も行っておら

れます。半面、箕面市では保育士の宿舎借

上げ支援事業は行っておられないという

ところでございます。池田市、豊中市につ

いては本市と同じく就職支援の補助金、そ

れから宿舎借上げ支援事業を行われてい

るというところです。吹田市、茨木市、高

槻市につきましては、宿舎借上げ支援事業

のみを実施されているというところで、ほ

かの補助金を支給するという事業は行わ

れていないと聞いております。どちらかと

いうと、三島地域よりも豊能地域のほうが

積極的に取り組んでいるのかなと捉えて

おります。これらの取り組みによって、ど

れだけ保育士の確保につながったのかと

いうところは、まだその確認はできていな

いのですけれども、本市としましても、他

市の状況も見ながら確保支援策を検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 山根参事。 

○山根学校教育課参事 代替講師及びス

クールサポーターの配置の基準について

のご質問だったかと思います。ご答弁申し

上げます。 

 まず、代替講師の配置につきましては、

講師の方が見つかった段階で通勤可能な

範囲の中で長期間教員が未配置の状況に

なっているであるとか、複数未配置になっ

ているであるとか、そういった基準で配置

を考えております。スクールサポーターに

つきましては、今年度当初、データといい

ますか、効果検証をするために学級数が多

い学校、少ない学校であるとか、過去の時

間外勤務時間が多い学校であるとか、そう

いった基準で配置を決めているところで

ございます。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 ３回目は、要望としてお

きます。 

 今後については、民営化にすることによ

って、保育士不足ということは出てくると

思いますし、学童保育も含めて、あらゆる

形で民営化が進んで、どんどんそういう法

人にとって、人を探さないといけないとい

う状況が、さらに出てくることになると思

うのですね。そういう中で、今、近隣他市

の状況などについてもお聞きしましたけ

れども、他市の保育担当課のほうに、なか

なか直接聞きづらい点とかもあろうかと

思うのですけれども、他市の保育士の確保

支援策の成果ををしっかり把握した上で、

今以上の財政的負担という現状が出てく

ることもありますので、他市の動向という

ことはきっちり押さえておいてほしいと

思います。せっつ幼稚園のこども園化につ

いても、やっぱりいろいろ状況等を鑑みな

がら進めていただきたいなということで

要望しておきます。 

 職員の負担の分なのですけれども、先ほ

ども言っていますように３人が７人、７人

が１６人になることについては前進だと

思っているのですけれども、やっぱりスク
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ールサポーターが産休等に入られる方と

同じような勤務内容は難しい現状という

こともありますので、代替講師で埋められ

ているのと、埋められていないのとでは、

やっぱり周りの人への負担ということが

ありますので、そういったことで学校間に

差がつくことのないような形でフォロー

していただいて、今ある働き方改革を進め

ていただきたいと思いますので、その辺に

ついてはよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 以上で、質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時４７分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 議案第２号及び議案第１０号の審査を

行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 議案第２号、令和２

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って、主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 予算書３４ページ、令和２年度摂津市水

道事業会計予算実施計画説明書をご参照

願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目１給水収

益は、前年度に比べ２，５９２万２，００

０円の増額でございます。これは、消費税

増税によるものでございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ４，

４５２万７，０００円の増額でございます。

これは、公共下水道工事に伴う、給配水管

移設工事費の増加によるものでございま

す。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ７３

３万７，０００円の増額でございます。こ

れは、下水道使用料徴収受託料の増加によ

るものでございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ２１

万９，０００円の減額でございます。これ

は、消火栓管理負担金の減少によるもので

ございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ５

９万６，０００円の減額でございます。こ

れは、主に工事検査手数料の減少によるも

のでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、前年度に比べ７９万５，０００円の

減額でございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ１１

０万円の増額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ４，１３４

万８，０００円の増額でございます。これ

は、新設戸数の減少によるものでございま

す。 

 ３６ページ、目４他会計負担金は、前年

度に比べ６５万８，０００円の減額でござ

います。これは、主に中央送水所施設使用

負担金の減少によるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ８

万８，０００円の減額でございます。これ

は、補助金等の長期前受金について、減価

償却費見合いを収益化しているものでご

ざいます。 

 目６消費税還付金は、前年度に比べ改増

３，３７０万１，０００円でございます。 

 目７雑収益は、前年度に比べ９，０００

円の減額でございます。 

 次に、支出の款１水道事業費用、項１営

業費用、目１原水・浄水及び送水費は、前

年度に比べ１，４５８万６，０００円の増
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額でございます。これは、主に大阪広域水

道企業団からの受水費の増加でございま

す。 

 ４０ページ、目２配水・給水費は、前年

度に比べ４，３４４万円の減額でございま

す。これは、主に人件費の減少によるもの

でございます。 

 ４２ページ、目３受託工事費は、前年度

に比べ４，５１１万９，０００円の増額で

ございます。これは、主に公共下水道工事

に伴う給配水管移設工事費の増加による

ものでございます。 

 ４４ページ、目４業務費は、前年度に比

べ８０２万６，０００円の減額でございま

す。これは、主に人件費の減少によるもの

でございます。 

 ４６ページ、目５総係費は、前年度に比

べ２７９万４，０００円の増額でございま

す。これは、委託料の増加によるものでご

ざいます。 

 ５０ページ、目６減価償却費は、前年度

に比べ８８２万６，０００円の減額でござ

います。 

 目７資産減耗費は、前年度に比べ６５２

万２，０００円の増額でございます。これ

は、固定資産の除却費の増加によるもので

ございます。 

 ５２ページ、項２営業外費用、目１支払

利息及び企業債取扱諸費は、前年度に比べ

９３２万円の減額でございます。これは、

企業債の利息の減少によるものでござい

ます。 

 目２雑支出は、前年度と同額の２００万

円でございます。 

 項３、目１、予備費は、前年度と同額の

１，０００万円でございます。 

 続きまして、５４ページ、資本的収入で

ございますが、款１資本的収入、項１、目

１企業債は、前年度に比べ２億８，０１０

万円の増額でございます。これは、施設改

修事業債の増加によるものでございます。 

 項２、目１交付金は、前年度に比べ改増

の４３６万５，０００円でございます。 

 次に、支出の款１資本的支出、項１建設

改良費、目１施設改修費は、前年度に比べ

４億９，８８９万９，０００円の増額でご

ざいます。これは、主に施設改修工事費の

増加によるものでございます。 

 ５６ページ、目２固定資産取得費は、前

年度に比べ２７０万円の減額でございま

す。これは、主に防災対策用備品購入費の

減少によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、前年度に比べ

１，５８２万６，０００円の増額でござい

ます。これは、主に人件費の増加によるも

のでございます。 

 項２、目１企業債償還金は、前年度に比

べ３，１０３万３，０００円の増額でござ

います。これは企業債元金償還金の増加に

よるものでございます。 

 項３、目１予備費は、前年度と同額の５

００万円でございます。 

 以上、令和２年度摂津市水道事業会計予

算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和元年度

摂津市水道事業会計補正予算（第３号）に

つきまして、目を追って、主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書７ページ、令和元年度摂津市

水道事業会計補正予算実施計画説明書を

ご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

水道事業収益、項１営業収益、目２受託工

事収益は、８９５万５，０００円の減額で、

これは公共下水道工事に伴う給配水管移

設工事費の減少によるものでございます。 
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 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は、７３万円の減額で、これは預金利息

の減少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

水道事業費用、項１営業費用、目１原水・

浄水及び送水費は、４４万円の減額で、こ

れは、電気保安点検業務委託料など借料の

減少によるものでございます。 

 目２配水・給水費は、４７１万６，００

０円の減額で、これは修繕業務委託料など

借料の減少によるものでございます。 

 目３受託工事費は、８２０万９，０００

円の減額で、これは公共下水道工事に伴う

給配水管移設工事費の減少によるもので

ございます。 

 目４業務費は、２１万３，０００円で、

これは料金表全戸配布委託料の減少によ

るものでございます。 

 目５総係費は、１８６万円の減額で、こ

れは、一般職非常勤職員等賃金の減少によ

るものでございます。 

 目６減価償却費は、６０７万８，０００

円の減額で、これは、有形固定資産減価償

却費の減少によるものでございます。 

 ８ページ、項２営業外費用、目１支払利

息及び企業債取扱諸費は、６６５万９，０

００円の減額で、これは企業債利息の減少

によるものでございます。 

 目２消費税は、２，２１１万６，０００

円の増額で、これは消費税及び企業消費税

の増加によるものでございます。 

 次に、資本的収入でございますが、款１

資本的収入、項１、目１企業債は、２億２

３０万円の減額で、これは施設改修事業債

及び配水管整備事業債の減少によるもの

でございます。 

 次に、支出の款１資本的支出、項１建設

改良費、目１施設改修費は、１億５，７８

４万５，０００円の減額で、これは、委託

料及び施設改修工事費の減少によるもの

でございます。 

 目２固定資産取得費は、１４５万８，０

００円の減額で、防災対策用備品購入費及

び浄水器購入費の減少によるものでござ

います。 

 目３配水管整備事業費は、９，７６０万

円の減額で、これは配水管布設工事等の減

少によるものでございます。 

 項２、目１企業債償還金は、２３９万７，

０００円の減額で、これは企業債元金償還

金の減少によるものでございます。 

 以上、令和元年度摂津市水道事業会計補

正予算（第３号）の補足説明とさせていた

だきます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、質問のほうを

させていただきます。 

 令和２年度水道会計予算書のほうから

１２ページ、流動資産、現金預金のほうで

すが、令和元年度より減っておりますが、

理由としては減価償却によるものなのか、

説明のほうをお願いします。 

 続きまして、その下の貸倒引当金ですが、

昨年に比べ約半額近くの金額になってお

ります。その理由についてお教えください。 

 続きまして、２０ページ、パートタイム

会計年度職員の増加という形の見方にな

るのかなと思いますが、その内容について

教えてください。 

 続きまして、２６ページ、職員の平均年

齢のお話です。平均年齢の高さは事務・技

術職に関しては１歳だけ減っております

が、技能労務職に関してはまた１歳ふえて
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いる状況ですね。だから職員の方が入れか

わらなかったという内容だと思います。こ

のままいけば、誰も入れかわらなければ１

０年ほどで平均が６０歳になるわけです

が、例えば１０年たてば、どれぐらいの職

員の方、人数が入れかわるのか教えていた

だければなと思います。 

 続きまして、３４ページ、給水収益が上

がっております。内容としては、どういっ

たものなのか。また水道の基本料金自体は

昨年より下がっております。それにあわせ

て内容のほう説明をお願いします。 

 続きまして、３４ページ一番下の納付金、

こちらも４，１３４万８，０００円の減額

です。その内容についてお教えください。 

 続きまして、４４ページ、業務費、通信

運搬費におけます料金収納についてです。

昨年からもずっと聞いておりますが、料金

収納の形態をふやす予定はないのかと昨

年お聞きしたときに、ＬＩＮＥ Ｐａｙな

どの他市がやられている状況など見て検

討していくとご返答いただきましたが、そ

の後の展開のほうはどうなっているのか、

お聞きします。まず、１回目は、とりあえ

ずそこについてお聞きします。 

 続きまして、４８ページ、これ債務負担

行為にも出ております映像制作委託業務

についてです。内容について、１回目は、

こちらをお聞きします。 

 続きまして、下水道の分になるのですが、

近年大阪広域水道企業団との統合が他市

でも行われてきているところであります。

そこらの現状の認識をちょっと一度お話

しいただければなと思います。 

 続きまして、補正予算のほうで、営業外

収益、預金利息が７３万円減っております。

この内容について教えていただきたいで

す。７ページの水道事業収益の受取利息及

び配当金の預金利息について、内容につい

て教えてください。 

 続きまして、支出のほうに入ります。 

 ６番、減価償却費です。有形固定資産減

価償却費に関して、減額になった内容につ

いて教えていただきたいです。 

 ４ページ、こちらも先ほどの一般会計の

分と重なるところですが、貸倒引当金が予

算額より減っております。内容としてはよ

くなっているのですが、その内容について

も教えてください。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いしま

す。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員の質

問で、令和２年度の予算の納付金の減額の

理由についてお答えさせていただきます。 

 これにつきましては、水道のメーターの

新規戸数によって納付金が発生するので

すけれども、ここ３年ほどは健都で大規模

マンションが開発されているため、その３

年間についてはかなり額が大きかったの

ですけれども、その分がなくなったので、

４，０００万円ほど減になっております。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員のご質

問にお答えします。 

 何点かございました。初めにお話があり

ました現金でございますが、新年度予算を

組ませていただく中で、現金のほうが幾ら

か減っているかというところでございま

すが、令和２年度のキャッシュ・フロー計

算書の中でいうと、今、残額は３２億７，

０６３万円というところでございます。令

和元年度は、３３億６，４１５万円、９，

３５０万円ほど減少しているところでご

ざいますが、ここの分につきましては、最
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初のページに書いている、資本収支の不足

額も補填をしながら減価償却費自身が幾

らが減っているというのも一つございま

す。その中でいいますと３３億円の中に賞

与引当金とか、退職給付引当金等がござい

ます。その中に令和２年度末での減価償却

費２３億５，９９０万９，９０１円という

ところで、減価償却費を積み上げた分より

も支出した分が幾らが大きくなったこと

で現金のほうが減っているところでござ

います。 

 それと２番目にいただきました、貸倒引

当金でございます。貸倒引当金につきまし

ては、最近でございますが、今までの不納

欠損分の算出を料金課のほうでさせてい

ただいているのですが、制度改正というの

は何回かございましたが貸倒引当金の５

年分を計上しなければならないというと

ころでございます。その中で引当金が必要

な分というのは、企業として不能欠損が一

気にきた場合に、企業としての成り立ちの

問題もございますので、毎年積み上げてい

くという、毎年の料金の不納分を大体算定

しまして、その分を積み上げると。５年後

に５年間で回収をしながら幾らか減りな

がら、最終的には不納欠損で落とすような

システムになっているかと思うのですが、

令和２年度の期首でございますが、貸倒引

当金、逆に言うと令和元年度の期末でござ

いますが、一応予定としては１，３４１万

９，０００円を予定しているところでござ

います。その中で、令和２年度に不納欠損

で、ですから５年前の平成２７年度に積み

上げた不納欠損分約４６６万円を不納欠

損させていただくのですが、それを差し引

きしましても、令和２年度の期末の時点で

８７５万円の貸倒引当金が残るというと

ころでございますが、前年度分、今まで５

年間の分で幾らか額が多いというか、その

辺の貸倒引当金額が留保しているものが

多いところで、残り８７５万円をこのまま

置きながら、ことしこのまま積み上げるこ

とによってふえるのですけれども、それで

今の不納欠損分でそこまで欠損で落とす、

途中で料金をいただきながら補填をして

いく中でそこまで減っていかないという

形で、この令和２年度につきましては、昨

年度同様に貸倒引当金を積み上げをせず

に留保したというところで減少傾向にあ

るかと思います。仮に令和２年度貸倒引当

金を積み上げたとしましたら、過去のケー

スでいいましたら約２０２万円の積み上

げは必要だったのかなと。その辺は積み上

げなくてもいけるというところでござい

ます。 

 それと３番目の会計年度任用職員のと

ころでございますが、会計年度任用職員に

つきましては、平成２９年５月に公布され

ました地方公務員法の改正に基づきまし

て、会計任用職員制度が導入されたという

ところで、ここの初めの１６、１７ページ

の部分につきましては、この様式というか、

会計年度任用職員を何名であるというこ

とを提示する。これは全国的にといいます

か、総務省のほうからこういう様式でとい

う形を提示されながらそこの様式に合わ

せながら、２０ページ、２１ページですか、

その辺が会計年度任用職員、その２ページ

前が全体といった形で、会計年度任用職員

の人数と給料明細を改めて様式を変更し

たところでございます。 

 それと職員のほうを見ていただいたら、

年齢のほうがございます。現在、令和２年

度、予算書２６、２７ページに記載してお

るところでございますが、平成３１年２月

現在で事務技術職員の平均年齢５０．０８
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歳、技能職員５２．０１歳、含めて平均年

齢を５０歳を超えている状況でございま

した。現在のところでいいますと、ある程

度この４月、１０月という人事異動の中で、

新規採用職員、人事課の配慮をいただきな

がら、配置していただいた中で幾分かは若

くなっているのかなというところでござ

います。ただ、先ほど三好委員のお話があ

ったところでございますが、この状況が特

に事務職員のほうはある程度異動しなが

ら人員は変わっているので、技術職員は水

道事業の中である程度の年数を経験しな

がら経験値に頼るわけではないのですが、

やっぱり何年かの技術的なものを備えな

がらという形でございますので、ある程度

長い年数いる職員が多いというところで

ございます。１０年後、どういう形になる

かと、１０年後というか、ここ近年で申し

ましたらあと５年後ぐらいに約半数ぐら

いの職員が６０歳の定年を迎えます。再任

用制度を活用しながら全員が６５歳まで

勤める前提でも、１０年後には約半分ぐら

いの職員が入れかわるというところです。 

 次が大阪広域水道企業団の関係でござ

います。大阪広域水道企業団のほうでござ

いますが、一部事務組合という形で、水道

用水供給事業から現在でいうと構成団体

を含めた水道末端給水の経営もされてい

るというところでございます。現状でござ

いますが、現状としましては、府下の状況

では、四條畷市とか、太子町、千早赤阪村

が平成２９年度に統合されました。その後、

泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、

田尻町、岬町の７団体も令和元年度、能勢

町につきましては令和６年度に統合の予

定をされているというところでございま

す。この間、統合団体等々の会合も幾らか

ありました。私どもも参加しながら統合の

内容を聞いておりましたが、その後、藤井

寺市とか、狭山市、熊取町、河南町、４団

体も令和３年度に統合に向けて今協議を

されていると。その結果、大阪府下４２団

体中１４団体、約３３％の団体が統合に向

けて組織変更をされていっているのが大

阪広域水道企業団が今の動向であるかと

思います。 

 映像制作の委託料でございます。この分

につきましては、債務負担行為をいただき

ながら、中央送水所、事務室の横のタンク

のほうをこの令和２年度、令和３年度で建

て替えをさせていただくというところで

ございます。それでそこの部分につきまし

て、今後の水道事業の広報映像といいます

か、解体から建てるところまで、水道のほ

うは小学校でいいましたら４年生の教育

の場にも見学会にも幾らか来ていただき

ながら、なかなか目で見て、映像で見て勉

強してもらうものがありません。市民に対

してもそういう形で映像をとりながら水

道事業の広報映像、広報活動を進めていき

たいと考えているところでございます。 

 あとは、１０番目にいただきました補正

予算のほうでございますが、こちらのほう

は受取利息及び配当金の項目であったか

と思いますが、貯金利息につきましては、

定期預金といいますか、現金の部分で、減

価償却費をすぐに使わない分は１年以内

の定期貯金をさせていただいているので

すが、令和元年１１月で、約２４億１，０

００万円の予算を組ませていただいてい

るのですが、そこの部分につきましても、

一般会計の会計室との調整をしながらペ

イオフの関係もございますので、１，００

０万円までしか担保がないという状況の

中で、定期預金の次の銀行の借り入れと定

期預金を相殺をしながらやっているので
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すが、なかなか利率も以前は０．３％とか、

そういうところが多かったと思うのです

けれども、現在、１年以内に更新をさせて

いただいているのですけれども、０．００

１％とか、よくても０．０１％とかいう利

率、思った以上にこの１年で低迷してきた

のかというところで、減額補正をお願いさ

せていただきたいというところでござい

ます。 

 それと減価償却費でございますが、減価

償却費、令和元年度の予算ですので、前年

度に資材を買ったとか、管路を入れ替えた

とかいう内容であるかと思うのですが、基

幹管路とか、遠方監視装置、組み立てタン

クとか量水器、いろいろ買わせていただい

たところでございます。ここの部分で減価

償却費、基幹管路がある程度の請負率とか、

そういうほうもございまして、減少になっ

たと。当初は全額で減価償却費を積み上げ

させていただいているけれども、この中で

も減額補正の部分を反映しながら減価償

却費、基幹管路でございましたら構築費で

３２０万円とか、電気計装でしたら２８７

万円とか、そういうような形で当初思って

いた以上に請負の中で落ちた部分と延長、

設計の内容の部分で落ちた部分について

減価償却費の減少が発生しているところ

でございます。 

 それと貸倒引当金でございますが、補正

予算書のほうの貸倒引当金も幾らか減っ

ているという話。先ほどお話ししたとおり、

貸倒引当金、この年度である程度５年前に

積み上げた分と今回の貸倒引当金、５年前

の不足の段階である程度の率を掛けなが

ら、貸倒の率を出しながら出しているので

すけれども、その分の引き落とした分が幾

らか減っているというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、料金課に係り

ますご質問のご答弁をさせていただきま

す。 

 まず、３４ページ、給水収益につきまし

て、上がっている内容につきましてでござ

いますが、まず平成３１年度当初予算と令

和２年度予算におきまして、給水収益につ

きましては、２，５９２万２，０００円の

増額となっております。こちらにつきまし

て、このうち、１，８５１万８，０００円

につきましては、消費税増税分の影響額と

なっております。その差し引きいたしまし

た７４０万４，０００円につきましては、

給水収益の純増額となっております。こち

らにつきましては、主に千里丘新町等の住

戸における水道の利用が増加するものを

見込んでの増額となっております。 

 続きまして、その基本料金部分が下がっ

ているということについてのご質問でご

ざいます。こちらにつきましては、まず基

本料金につきましては、検針する水道メー

ター一つに対して基本料金がかかってお

ります。来年度につきましては、総額とし

ては上がる予定をしておりますが、個別の

メーターは減少して、共同住宅のような全

体で一つのメーターであるというものが

増加すると予想しておりますので、基本料

金につきましては微減で、従量料金につき

ましては、増加ということで、最終的に増

額ということを想定しております。 

 続きまして、４４ページ、料金収納に係

りまして、ＬＩＮＥ Ｐａｙ等の収納方法

の増加につきましてご答弁させていただ

きます。 

 まず現在の近隣市における水道料金の

支払いの主なものでございますが、まずク
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レジット収納でございますが、こちら、ヤ

フーの公金支払いというシステムを使用

しておられますのが池田市、箕面市、また

大阪市につきましては、独自でクレジット

収納を実現されております。また、大阪市

におきましては、ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書

払いも実施されておられます。北摂におき

ましては、島本町がＬＩＮＥ Ｐａｙを導

入していると聞いております。また、吹田

市及び茨木市におきましては、来年度ＬＩ

ＮＥ Ｐａｙ及びＰａｙＰａｙの公金支

払いを導入することを具体的に検討され

ていると聞いております。こちらにつきま

しては、前回ご答弁させていただきました

ように収納代行業者のサービスに依存す

るところが大きいので、現在本市が契約し

ております収納代行業者ではＬＩＮＥ 

Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ等のメニューは存在

しておらないと聞いております。収納代行

業者につきましては、そのシステムとの関

連が大きいことから導入するに当たって

は、収納代行業者の変更ということになり

ますと影響範囲が多いということで、市全

体に影響する話でもございますので、こち

らにつきましては、今後も継続して導入で

きる方法がないかどうか、模索しながら検

討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 まず現金預金について、減価償却等によ

るものだということで理解いたしました。

こちらに対しては結構です。 

 貸倒引当金に関しても一定理解をいた

しましたので、結構です。 

 続きまして、パートタイム会計年度の職

員の増加について、法改正されて記載をさ

れたということで、こちらも理解いたしま

したので大丈夫です。 

 続きまして、２６ページの職員の平均年

齢のお話ですが、定年退職される方を考え

ると５年で半分になると。もし再任用で残

っていただいたとしても、１０年で半分に

なってしまうという話でした。正直再任用

で残る残らないはその人個人の自由とい

うか、いろんな事情等で変わってくる話な

ので、見込める可能性はあるのかもしれな

いですけれども１００％ではないと思い

ます。でしたらそうなってくるとあと５年

で半分になるというお話だと思うのです

が、こちらのほうを考えないといけないと

思います。技術的な継承が必要だと思いま

すけれども、果たして５年間で完全継承と

いうのは可能なのか、その辺お伺いします。 

 続きまして、給水収益が上がった理由に

ついては、消費税等ということで理解いた

しました。基本料金は下がっているのは個

別のメーターが減っているというお話で

したが、それに対して、従量料金に関して

は値段が上がる予定を立てられていると

思います。そこの理由について、次お聞か

せ願います。 

 納付金に関しては、健都での新設の分が

なくなったからということで一定理解い

たしました。 

 業務収納に関して、収納代行の業者を変

えないと、こういったクレジットであると

か、電子マネーであるとかを使うことがで

きないとおっしゃられました。ただ一方で

近隣他市では、箕面市、池田市、大阪市は

クレジットも使えると。来年に関しては、

吹田市、茨木市が、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、Ｐ

ａｙＰａｙを使えるようにされるとおっ

しゃられましたが、この市は全て収納代行

業者は変えていないという認識でよろし
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いのですか。他市は変えずにいけたという

認識でいいのか、ちょっとその辺の確認を

お願いします。 

 続きまして、４８ページの映像制作委託

業務に関してです。タンクを入れかえると

いうことで、それに伴い水がどうやって入

るとか、小学生とか学生に向けた映像の参

考資料みたいなものをつくられるという

ことで理解いたしました。大きなタンクが

２個あると思うのですけれども、それをか

えられるということで、どうせでしたら結

構な大きさですので、タンクを新しくつく

る際にペンキで色塗りしたりとか、道路か

らも見えますし、何かの絵を描いてみたり

であるとか、そういったちょっと観光名所

というか、スポットみたいなこともちょっ

と考えられるのじゃないかなと。なかなか

市民の方も水道部へ用事がない限り入っ

てくる機会がないと思うので、そういう壁

みたいなのをとる意味もあると思います

し、市のアピール、シティプロモーション

の観点からもいいでしょうし、どういう形

でも使いようはあると思うので、ちょっと

一度そういうところを検討してもらえれ

ばなと思います。 

 大阪広域水道企業団の統合についてで

す。現在４２あります中の１４団体、約３

３％が統合を検討、もしくは統合されると

いうお話ですが、摂津市は現状入っていな

いわけで統合はされていないわけです。も

し入るとすれば、メリット、そしてデメリ

ット、どういったものがあるのか、一度教

えていただければなと思います。 

 続きまして、補正予算のほうで営業外収

益に関してです。これ銀行の利率が定期預

金を組み直したら変わったということで

理解いたしました。結構な金額を納めてい

ますので、７３０万円も下がるのかという、

結構な大きい金額だなとは思うのですけ

れども、銀行にかかわることなので仕方が

ないかなと思います。 

 続きまして、減価償却費に関してです。

実際入札したら、入札した金額が低かった

から、この減価償却費、構造物自体の価値

も下がったので減価償却費が下がったと

いう認識でいいのか、そこだけちょっと答

弁願います。 

 ２回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、三好委員の２

回目のご質問に対してご答弁させていた

だきます。 

 まず基本料金が下がっており、従量料金

が上がるという仕組みについてでござい

ますが、例えば１００の住戸があったとい

うときに全てにメーターがついていて市

のほうが検針するという仕掛けの場合は、

各メーターに対して基本料金と従量料金

がかかります。集合住宅につきましては、

親メーター一つに対して基本料金と従量

料金がかかります。当然基本料金同額では

なくて集合住宅のほうが基本料金は高く

はなるのですけれども、それよりも使用料

のほうが１００戸分乗ってきますので、そ

の分使用料が上がるということで、トータ

ルでいいますとほぼバランスがとれてい

る状態でありますが、基本料金と従量料金

の配分が変わってくるとご理解いただけ

たらいいかと思います。 

 続きまして、収納代行業者につきまして

ですが、先ほど例を挙げさせていただきま

した吹田市、茨木市、また島本町につきま

しては、同一の収納代行業者でありまして、

そちらのほうがＰａｙＰａｙ及びＬＩＮ

Ｅ Ｐａｙのサービス内容を用意されて

おり、そのサービスを利用されて手続をす
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ると聞いております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の２回

目のご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 ４番目のご質問でございました水道事

業の技術継承の問題でございますが、水道

事業のほう、先日の経営戦略でも話をさせ

ていただきましたが、管路の耐用年数が超

過したのが４１％と、これから施設更新を

どんどんしていかないといけないという

ところでございます。この前段で申しまし

た、この時代の前に団塊の世代という世代

がございまして、その辺の年代の方がある

程度の再任用もやられてこられて、その間

職員を入れかえながら、最近でもいろいろ

また新しい職員を入れながらやっている

ところでございますが、技術継承は、困難

な局面であるということは否めないとこ

ろでございます。その中でできるだけ民間

企業に委託拡大を進めながら適正配置、そ

してまた上下水道という形で、下水道事業

のほうにも技術職員が存在しております。

その辺でこれから上水の仕事、下水の仕事、

両方ができる職員の技術職の育成という

のを進めながら、ある程度一般部局とも技

術系職員のローテーションを組みながら

職員を育成するとともに、職場に先輩とか、

上司とかいう形で、特に現場でございます

ので現場ではある程度理論上ではわから

ないところ、発注工事とか、修繕現場とか

いうのは、先輩が同行して現場で教えると

いう形をとりながらローテーションを組

んでおります。ただ、三好委員がおっしゃ

っております１０年後、５年後の段階では、

今教育している職員が今度教育者になり

ますので、それも含めながら順番に継承し

て進めてまいりたいという考えを持って

いるところでございます。 

 それと１０番目の大阪広域水道企業団

のほうでございますが、大阪広域水道企業

団のほうでメリット、デメリットという形

でございますが、今の他市町村の傾向から

申しますと、南部の堺市を中心とした南部

の市町村が統合されていっているという

のは、横つなぎでつながられているという

ところでございます。企業団補助金等々の

優遇措置もございますが、横の市町村との

連携ですので、例えば浄水場とか管路にし

ましても二つの市町村で共有する部分も

ございます。水道施設、タンクもそうです

が、いろんな施設の中でこの前の電気計装

設備にいたしましても、統合して二つの市

で一つという方法もございます。その辺で

横につながる市町村の中ではスケールメ

リットは効率的に出てくるのかなと。この

北部地区というか、北大阪地域いろいろと

会議を進めながら皆さんどうされるのか

なというところでいいますと、豊能町、能

勢町が統合に向けて進められております

が、お互いに２市以上、３市以上というと

ころは統合を進められればすごく効率的

なのですが、今のところそういうような動

きはないというところでございます。メリ

ット的にはスケールメリットを求めてい

く部分と現在、技術者が不足しているよう

な状態、採用試験でもなかなかと、受験さ

れる方がおられないところで技術者はお

互い共有できるというところでは効率的

でございます。当然大阪広域水道企業団自

身も大きな組織でございますので、その組

織の活用というのではメリットがあるの

かなと、メリットとしては当然ある。摂津

市としてそこの部分が物理的に可能かと

いうと他市との関係の中では難しい状況
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でございます。デメリットにつきましては、

これまでの市内業者等々でスムーズな発

注工事も修繕工事も市民により近い状態

の中で修繕させていただく中でございま

す。ただ、大阪広域水道企業団に参入する

ときには、ある程度大阪広域水道企業団の

方法というのがございますので、そこに沿

った形、料金の関係につきましても、大阪

広域水道企業団議会のほうで統合に入る

ときには、ある程度、水道料金を何％か引

き上げるという前提の中で統合協議に入

っていく形の中ではコントロールするの

が難しいのかなと。大阪広域水道企業団に

入った後にどういうふうにしていくかと

いうのは例えば摂津市が大阪広域水道企

業団に入りましても、摂津市の水道事業会

計は摂津市の水道事業会計で単体で収支

を出されますので、その辺はそこの部分に

つきましても、今の状況と、統合されてい

る状況の中ではメリットとしては見えて

こない。どちらかといえばデメリットに見

えてくるのかなというところでございま

す。 

 それと最後でございます。１１番目にあ

りました減価償却費の部分ですが、入札

等々で価格が下がったという形でござい

ます。減価償却費を組むに至りましては、

低下ではなく、取得価格で減価償却してい

くと。発注時にはある程度の設計、それか

ら落札、取得価格の減価償却している部分

が減価償却で、例えば管路でしたら４０年

間で９５％まで減価償却していると、定額

法で行きますと、大体同じ状態。その元の

金額が変わったため、その初年度の部分が

価格が変わってきたという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 タンクの件につい

て、ご答弁させていただきます。 

 中央送水所のタンクなのですけれども、

令和２年度に本格的な工事を始めまして、

令和３年度末をもって工事を終える予定

にしております。時間的には、塗装につき

ましてですけれども、今はまだ何も考えて

いない状態でございます。ただ、設計段階

でもですけれども、広告に関して、あるい

はそういうものの色彩に関しては議題に

上がりました。その中でやはり広告となり

ますと、屋外広告となります。大阪府の屋

外広告条例というのがございますので、そ

ういう公共物に対して広告というのは、な

かなかハードルが高いという問題がござ

います。ただ、もう一つ、公共施設につい

ての塗装とかそういうものにつきまして

は、今ちょっと名前は忘れているのですけ

れども、ある程度制限がございます。その

中で標語とかそういうものを上げること

につきましては、それほどのハードルは高

くないものだと承知しております。ですの

で、市長部局のほうも当然意向もあるかも

しれませんし、あるいは私どものほうとし

ても水道のいろいろ標語みたいなものを

書くことも考えています。市の広報担当か

らはシティプロモーションの話は上がっ

てきているのですけれども、いろいろな制

約の中でどのようにやっていこうかとい

うのは、まだ令和３年末までございますの

で、今から検討していくので間に合うもの

だと考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ３回目、質問をさせてい

ただきます。 

 職員の平均年齢のお話ですが、５年で半

分入れかわられる、先ほども申し上げまし

たが職員の入れかわりのことを結構危惧
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されているのだと思います。私がこの委員

会に入らせてもらってからずっと最初の

質問のときから職員の年齢の高さの話を

させていただいていると思うのですが、現

状そこまで変わっていないのかなと。もう

３年近くたちますけれども。そう考えると

あと５年というのは結構すぐ来るものだ

ろうなと思いますので、ちょっとしっかり

やっていっていただきたい。つながる話と

して大阪広域水道企業団の話を先にさせ

てもらいますが、ほとんどの市が入られた

メリットとしては、費用負担の部分があり

ますけれども、技術者の共有というところ

が多かったと聞いております。そういう意

味であれば、摂津市もあと５年で半分とい

うのが、それを乗り越えられるのであれば

全然問題ないかなと思うのですけれども、

乗り越えられない可能性があるのであれ

ば、少し前向きに考えていただかないとい

けないのかなと思っております。デメリッ

トとして、地域の声、市民の声がなかなか

届きにくい可能性があるというのは理解

できますので、市が自前で水道事業をでき

る分に関しては、それが一番いいことだと

思います。だからそれが理由で吹田市や茨

木市が入っていない。ただ、ごみ処理施設

であったり、消防署であったり、広域連携

していっている事業が多々あります。摂津

市としては隣と連携したほうがメリット

としては費用負担の面であったり、人員配

置の面であるとやはり大きくあるのかな

と。ただ、隣が入ってくれないと余りメリ

ットがないというお話もいただきました

ので、そこは強く要望して交渉としていっ

ていただかないといけないのかなと。ただ、

そうなるときに、相手先にもメリットが必

要だと思いますので、業務の健全化、水道

事業がどれだけ健全なのかというところ

はやはり見てくると思います。なので、そ

れにつながる話ですけれども、水道事業を

どんどん健全化していかないと、かなり厳

しい話になってくる考えて、そのあたり推

し進めていってもらうよう、そこも要望と

しておきます。 

 給水収益の話なのですけれども、従量料

金の話です。済みません、私の質問の仕方

が悪かったかもしれないのですけれども、

従量料金のほうが昨年よりも上がってい

る理由についてちょっと教えていただけ

ればと思います。 

 料金収納に関してです。他市に関しては

収納代行業者がＬＩＮＥ Ｐａｙや、Ｐａ

ｙＰａｙであったりを行うことができる

業者なので導入できたというお話でした。

しかし、ＬＩＮＥ Ｐａｙとか、ＰａｙＰ

ａｙって何十年も前からあったものでは

なくて、ごく近年にできてきたものだと思

います。ということは吹田市、茨木市は１

年ぐらいでその収納業者とか、導入を決め

たということになると思うのですけれど

も、私、代金の収納の仕方について、これ

も議員になってからずっと質問していま

す。３年近くたつのですが、他市は１年で

検討して導入まで進めていこうと進めて

いる中で、私３年近くお話をさせてもらっ

ているのに、まだ何も土台に乗っていない。

できないことではないというのは、他市が

証明してくれていると思います。収納代行

業者を変えないといけないというのがど

れぐらいの作業になるのか、私はちょっと

説明を受けていないのでそこまで把握で

きていないのですが、市民の利便性を考え

るのであれば、それもいいんじゃないかな

と思っております。メーターの検針も月に

１回行くのは費用負担の面、人員の面もし

んどいということがあると思うのですが、
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大阪市では自動検針メーターの導入の検

討をされているという話もお聞きしまし

た。そういったところは費用がかなりかか

る話ですから、また後日の検討ではいいと

思うのですけれども、クレジット収納であ

るとか、電子マネー収納であるとか、そう

いうことであれば、導入はできるのじゃな

いかなと思います。業者を変えないといけ

ないのだったら、業者を変えたらいいと思

いますので、先進的な事例を全く入れてく

れない業者が果たして市民のためになる

のかと言われたら、何かちょっとよくわか

らないところもありますので、もう一度検

討していただいて、こちらのほうは要望と

しておきます。お願いいたします。 

 映像制作に関して、タンク入れかえの際、

タンクに色とか何か広告物を塗ったらい

いのじゃないかという話ですけれども、収

益的な分は厳しいというお話をいただき

ました。ただ、市のアピールでしたら活用

方法があるのじゃないかというお話をい

ただきました。既に市の広報課とお話もさ

れていて、シティプロモーションの観点か

ら、庁舎もＱＲコードをでんと書くと言っ

ていましたし、それに伴い、こちらの水道

のほうも何かアピールできるもの、それこ

そいろんな方法があると思います。あと１

年あるとおっしゃっていますので、その１

年の間でしっかり議論をしていただいて、

実現に向けて動いてもらうようによろし

くお願いいたします。 

 ３回目は以上です。給水収益についてだ

け最後お願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、給水収益の従

量料金部分の増加につきまして、ご答弁さ

せていただきます。 

 こちらの予算につきましては、基本的に

は直近の実績ベースを考慮して、今後の伸

び等を予測した上で予算を立てさせてい

ただいております。平成３１年度当初予算

を立てたときと比較いたしまして、千里丘

新町等での使用水量の伸びが想定したよ

りも多かったということで令和２年予算

につきましては、その分上乗せした形での

伸びを見込んだ形での予算策定とさせて

いただいております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 暫時休憩いたしま

す。 

（午後２時４９分 休憩） 

（午後３時１５分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは質問をしていき

たいと思います。この間の決算を見ますと、

給水戸数、給水人口というのは微増ながら

ふえているという中で、総配水量が少しず

つ減ってきている。給水収益も決算のほう

を見ますと、下がってきていますね。今回

の予算で先ほどもありましたように、集合

住宅等がふえてきて、人口もふえてきては

いるのだけれども、果たしてこの給水収益

のアップを見込むことが妥当なのかどう

なのか。ちょっと消費税の増税の影響もあ

るということでありますので、その辺も踏

まえて給水収益を増額すると見込む根拠

等をお教えていただけたらなと思います。 

 それから収益確保のために重要なのは、

やはり有効有収水量をきちんと把握しな

がら上げていくということだと思います。

こちらも平成３０年度決算からも見てお

りますけれども、この間、有効有収水量、

有収率というものは下がってきているわ

けです。給水収益をやっぱり上げていくと

いう上で、有収率を高めていく、この間９
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１％まで平成３０年度決算では落ちてき

ておりますけれども、２０２０年度以降、

有収率を上げていくための取り組みにつ

いて、ちょっとお聞かせをいただけたらな

と思います。 

 それから摂津市の水道に大きな影響を

与えている大口需要家の地下水くみ上げ

です。この分がずっとこれから累積的に影

響が出てくるのだと思いますけれども、そ

の影響についてお教えいただけたらなと

思います。 

 それから、次に、４１ページにあります

大阪広域水道企業団からの受水費につい

てです。摂津市の水道の３割が自己水で７

割が大阪広域水道企業団水であります。こ

ちらの大阪広域水道企業団からの受水費

は、４．８％ほど上がっているのですね。

年間の総給水量の増減はわずかなのです

けれども、受水費のほうが上がっていると

いうことで、今後の大阪広域水道企業団水

の割合と、自己水の割合をどんなふうに考

えているのか、今回受水費が上がっている、

その辺の要因、このように見込んでいる根

拠についてお教えていただきたいと思い

ます。 

 次に、４９ページになります。これは今、

三好委員からもご質問がありましたけれ

ども、中央送水所の映像制作委託、４ペー

ジにある債務負担行為、令和３年度に向け

て９９万２，０００円というのが計上され

ています。同時に令和２年度の予算として

も営業費用として映像制作委託料という

のが計上されています。２年間の取り組み

だと思いますけれども、ちょっとその辺も

う一度教えていただけたらと思います。 

 次に、５５ページにあります資本的支出

の建設改良費、施設改修費で、人件費なの

ですね、給料、手当などの人件費などが計

上されておりまして、前年度にはここには

ちょっとなかったものですから、ちょっと

その辺基本的なことですけれども、お聞か

せいただけたらと思います。 

 続いて、これは工事請負費についてです。

施設改修工事で６億５，５９４万５，００

０円、それから５７ページにあります配水

管布設工事の５億６，４８５万円の工事請

負費について、ちょっとどんな工事なのか、

具体的な中身、場所等をお教えていただけ

たらと思います。 

 それに関連して、補正予算でご説明いた

だいているものかもしれませんが、８ペー

ジにあります施設改修費で、減額が１億５，

５１２万８，０００円、工事請負費が減額

されております。それに基づいて管理業務

等委託料として２１２万３，０００円と、

施設整備工事設計業務委託料５９万４，０

００円減額となっています。２０１９年の

当初予算の施設改修費、１億５，５１２万

８，０００円が丸々減額になっているとい

うことでありますので、ちょっとその辺の

経緯、それからこの工事がどんな中身のも

ので、新年度どういうふうに回されている

のかについてお聞かせください。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、安藤委員のご

質問に対してお答えをさせていただきま

す。 

 まず給水収益につきまして、上昇を見込

むのはいかがなものかというご質問であ

ったと思います。確かに長期的に見れば節

水機器の増加等に伴い、たとえ人口がふえ

たとしても給水量の低下というのは、長期

的には避けられないものだと考えており

ますが、今回予算を策定させていただきま

したベースにつきましては、先ほども答弁
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させていただきましたとおり、昨年度の実

績をベースとして今後の住戸の増加の予

測等を勘案した上での今年度の実績と大

幅に乖離はないものということで策定を

させていただいております。 

 今年度につきましては、予想よりも給水

量が増加しておりました。そのため、来年

度予測につきましても、その増加分を見込

みまして、若干の増加という予測を立てさ

せていただいております。何度も申し上げ

ますように、将来的には恐らく減っていく

ものでありますが、千里丘新町等の開発に

より一時的な増加というふうに考えてお

ります。 

 続きまして、大口需要家の地下水くみ上

げに関しまして、ご答弁をさせていただき

ます。 

 大口需要家につきましては、２０１９年

７月１４日より地下水をくみ上げており

ます。各年度の実績をご報告させていただ

きますが、平成２８年度につきましては、

２４万５２立米、平成２９年度、この年度

の途中からくみ上げを開始しております

が、９万４，３７９立米、平成３０年、こ

れは１年丸々地下水をくみ上げている状

況ですが、３万６，２０８立米、今年度、

平成３１年度ですが、こちら令和２年２月

分までの速報値が出ておりまして、令和２

年２月までの集計で６万３，１２０立米と

なっております。大体平成３０年度の倍ぐ

らいになっているかと思います。いろいろ

分析はしておるのですけれども、まだ大口

需要家におかれましては、月によっても多

い月と少ない月がまちまち見られており

まして、なかなか安定した見込みがちょっ

と出せない状態ではありますが、平成３０

年は底なのかなと考えております。金額に

つきましては、平成３０年度上水額につき

ましては、１，９７４万９，６２２円とな

っておりまして、対平成２８年度からは９，

１３１万９４１円の減額となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員の１回

目の質問にお答えさせていただきます。 

 ５番目にいただきました中央送水所の

映像制作委託料でございます。内容としま

しても、先ほど三好委員のときにお話しさ

せていただきましたけれども、今中央送水

所のほうにタンクが二つございます。耐震

補強もちょっと不可能なタンクが手前の

ほうにございまして、それの改修工事の映

像を撮っているというところでございま

すが、現状、３か月ほど前に１回漏れたこ

とがございまして、そこの映像は私ども職

員のほうで撮らせていただいて、それも一

つの映像にしていこうかなと。そのような

状態の中で、今回潰していく状態、くいを

打っていく状態、そしてまたタンクを作っ

ていく状態、水道の施設というのは、こう

いうふうに作っていくとか、こういうふう

に水を入れるとかいう、全ての工程につい

て２年間、工事は２年間ございますので、

その辺の内容をリアルタイムというか、う

まくいくと同じ場所でどんどん進化して

いくというシーンができていくという状

態をつくってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 それともう一つ、６番の建設改良費には

人件費が新たに入っているというところ

でございます。ここの分につきましては、

前回の決算審査に係る委員会の中でも私

ども水道事業の給水原価のうちの人件費

が、茨木市はすごく安くてというお話を聞

きしまして、私どもそれから北摂地域、特
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に茨木市のほうに出向きながら、情報も得

ながらという話で研究をさせていただい

たのですが、ご指摘のとおり、給水原価の

中に入っている、収益的単年度の分の給与

費がほかの市よりも高い状態。その中でこ

の資本的収支のほうに人件費を、茨木市で

したら半分ぐらい、そちらのほうに転嫁さ

れているような状態ですので、管路でした

ら４０年に分けて人件費を分けるか、単年

度で支払うかという人件費の部分も変更

は私ども平成２年に、拡張事業は終わらせ

ていただいているのですけれども、その拡

張以降、水管整備事業２名という固定をさ

せていただいた中では、このビジョンを立

てながら経営戦略の中で、ここ近年更新事

業もふえてきておりますので、その分で人

件費のこの施設改修事業、今までゼロ人で

ございましたが、一人、配水管整備事業今

まで二人でございましたが、５人という中

で資本的収支のほうに人件費を振り分け

たために、人件費のほうが増加していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、安藤委員から

の質問で、有収水量と工事請負費等につい

てのご質問についてお答えさせていただ

きます。 

 まず有収水量、有収率についての日ごろ

の取り組みについてはどういうことをし

ているかというご質問についてお答えさ

せていただきます。 

 有収率につきましては、ことしの１月現

在では、大体９２％を上回っている状態に

なっておりまして、これは昨年の実績、同

時期の実績に比べて１．５％ほど高い状態

になっております。ですので、このまま２

月、３月と特段破損とか、これも破損した

ときにすぐにわかるものだったらいいの

ですけれども、破損になると地中にずっと

入ったままですとタイムラグがあります

ので、そういうようなことがなければ、昨

年は９１．５％でしたので、それが１．５％

程度は上がっていくのではなかろうかな

と予想しているところです。ふだんの取り

組みにつきましては、私どものほうにつき

ましては、送水量が把握できますので、各

送水所の送水量が例年に比べて値が大き

くなっていないかどうかは、常に、毎月１

回必ずチェックをしておりますので、その

状態でいけば、２月末の状態でありまして

も、特段大きな変化はなかったものと感じ

ておりますので、３月までこのままでいけ

ば、そういう数字にはなるのかなと、その

ように予想しつつ、ふだんから注視しなが

らやっているところでございます。 

 次に、施設改修費の件についてお答えさ

せていただきます。 

 今年度の補正予算のほうからお話しさ

せていただきますと、多分説明のほうが早

いと思いますので、させていただきます。 

 今年度補正予算で施設改修事業の工事

請負費のほう１億５，５１２万８，０００

円と落とさせていただきました。 

 これは、鳥飼送水所の受水弁及び１系２

系配管工事をやる予定でおったのですけ

れども、入札のほうが不調になりました。

不調になりましたので、今年度発注ができ

ないということで、令和元年度の予算では

落とさせていただいたということになっ

ております。 

 それで、令和２年度の予算の施設改修事

業の内訳は、中央送水所の更新工事、この

更新工事と鳥飼送水所の受水弁及び１系

２系の配管工事となっているところでご

ざいます。 
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 次に、配水管整備事業の工事請負費なの

ですけれども、これは、主に配水管の工事

をやっているものでございまして、基本的

には、毎年行っております中央送水所から

鳥飼送水所を結ぶ基幹管路、これも今年度

も継続して、約２００メートルやらせてい

ただこうと思っております。 

 それ以外につきましても、管路の古くな

ったところの管から更新工事を行います。

合わせまして、大体３，５００メートルほ

ど管路の入れかえをやっていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 今の樫本課長の答

弁の中で、施設改修費減額１億５，５１２

万８，０００円のことにつきまして、補足

させていただきます。 

 この工事は、先ほど言いましたとおり、

鳥飼送水所の５００ミリの送水管を２系

統化にすることで、中の配管も１系２系と

２系統化するというふうな、安全面から見

た工事でございます。 

 この工事につきましては、当初、令和元

年度に工事をやるということで、夏場に制

限付一般競争入札で業者を公募いたしま

して、１者ですかね、集まったのですけれ

ども、１者では入札が成立しないというこ

とで、業者のほうにも聞き取りをしますと、

そのときにはもう技術者がもうなかなか

配置をできないという中で、これは技術者

の件はございますけれども、やはり今年度

中に何とか完成したいと思いまして、指名

競争入札に入札方式を切りかえまして、十

数者指名をいたしました。秋からの工事の

発注を募ったのですけれども、十数者とも

辞退の届け出が来ました。 

 我々としましては、翌年の令和２年度の

当初予算で、また制限付一般競争入札をし

ても、契約が７月になるのではないかと思

いましたので、今年度、令和元年度の１２

月の第４回の定例議会のほうに債務負担

行為を出させていただきまして、１億８，

０００万円ほど出しておるのですけど、ち

ょっと工事を追加しました。つい先日、入

札をやりまして、業者も決定いたしました。

ですから、４月当初からこの当初に入って、

つつがなく令和２年度中には完成して、操

業開始できる状態になってございます。 

 その残りと言ったらなんでございます

けれども、今回の３月補正の減額補正にあ

わせて、当初の１億５，５１２万８，００

０円、これ債務負担で契約できております

ので、この分を全額減額でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 受水では、自己水の

比率のほうが下がっているというご質問

についてもお答えさせていただきます。 

 来年度につきましてですけども、総配水

量につきましては、ほぼ今年度と変わらな

い見積もりを立てております。その中で、

私どもの自己水のくみ上げの能力のほう

がやや落ちております。ですので、全体の

数が一緒でも、自己水のくみ上げの能力が

ちょっと下がっている分だけ、受水の割合

がふえたと、このような形で今回予算を上

げさせていただいております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 それでは２回目、質問していきたいと思

いますが、水道料金、下水道料金、あわせ

て、いつもここの委員会の審査をする際に、

摂津市の水道料金は高いのだということ

をいつも言うております。水道と下水道と

あわせてお話をさせていただいているか
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と思いますけれども、日々の生活にかかわ

る水道料金、家計の非常に重要な命にかか

る固定経費でありますから、安いにこした

ことがないということで、値上げの抑制を

いつもお願いをしているところです。 

 水道ビジョン、水道の経営戦略等の中に

も、水道事業を将来にわたって、安定的に

供給できるようにということでの財政的

なシミュレーションも持たれている中で、

２５％の値上げ、数年後行うという例も出

されながら、水道を見守っていきたいなと

思っているわけですけども、昨年の１０月

に消費税率が１０％に上って、その分の水

道料金転嫁をされたということで、先ほど

の三好委員の答弁の中にありましたが、１，

８５１万８，０００円が消費税の増税分に

当たるということでありました。 

 この部分を何とか抑え込めば、市民の負

担がふえなかったのかなと思うのですけ

ども、中期的な経営戦略でいいますと、と

ても下げるのはというご答弁になるかと

思いますけども、あえてお伺いいたします

が、やはり、こうした今の景気動向のもと、

この消費税増税分を転嫁せずに、何とか踏

ん張るという手だてを考えられなかった

のか。今からでも遅くないと思いますので、

そういうような思い切った展開を検討す

る考えはないのか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、大口需要家の地下水くみ上げ

については、今ご説明いただきましたが、

平成２８年度から比べると九千数百万円、

当初の約１億円の減収につながるという

ことでありました。相当な水道収益ですね、

マイナスになっていくと思います。１企業

の収益、経費削減では済まされない、ライ

フラインの経営に与える影響は多大なも

のがあるというのは、改めて認識しており

ます。 

 そこで、前回もお伺いしましたけど、地

下水くみ上げをされる業者に対して、やは

り地域への貢献もしていただくと。もちろ

ん水道を使っておられるわけですから、当

初は、たくさんの水道を使われるというこ

とで、水道管の敷設も行ってきたというこ

とから考えたら、やはり一定の地下水くみ

上げの納付金、協力金というものを徴収す

るような制度をつくって、大口需要家には、

一定の協力を求めるという仕組みも、やは

り考えていかないといけないのではない

かなと思っています。 

 今後、今のところ、摂津市との協定に基

づいて、大口需要家に続いて、自分のとこ

ろも地下水で水道を供給するのだという

ところはないとは思いますけども、今後ど

ういった形になってくるかというのはわ

からないわけで、そういう意味では、そう

いった研究をする必要があると思います

が、そのお考えですね、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、大阪広域水道企業団水につい

てはわかりました。この間も自己水の井戸

等で、ちょっと能力が落ちてきているとい

うお話をいただいたわけですけども、今後

この自己水、太中浄水場の施設等改修も当

然、自己水を保持していくためのものだと

私は理解しておるのですけども、やはり一

定の能力は確保していく必要があるかと

思っております。 

 経営戦略の中でも、やはり太中浄水場の

本管とか、そういった面についても改修を

していくということが書かれていたと思

いますけども、今年度は、比率はちょっと

下がっているけども、ちょっと中長期的に

見て、どのようにこの自己水を保持してい

くのか、どのぐらいまで割合を確保してい
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こうとしておられるのか、その点をちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、映像制作委託については理解

いたしました。ありがとうございます。 

 どうしても、水道、下水道というのは、

やはり可視化がしにくい事業、その割には、

非常に住民生活にも直結している大事な

公的な仕事だと思いますので、いろいろな

場面を使って、やはり可視化をしていく、

いろんな方に実情を見ていただく中で、一

緒に水道についても考えていただくよう

な状況をつくっていくというのは大事で

すので、ぜひよいものを映像として残して

いただいて、いろんな場面で活用していた

だくようにお願いをしておきます。できた

ら、私も見せていただきたいと思います。 

 それから、資本的支出へ人件費を移した

ということであります。ちょっとこの辺、

財政や経理上のテクニックと感じたりす

るのですけれども、基本的なことをお聞き

して申しわけないのですけれども、いわゆ

る収支ですね、給水原価に収入されてしま

うと、水道の収益率の悪化になってしまう

ので、これを資本的収支のほうに移しかえ

ることによって、その部分が改善されて、

水道の収益的にはメリットがあるのだと

いうことなのでしょうか。ちょっと改めて、

基本的なことを聞いて申しわけないので

すけども、その辺をお教えいただきたいと。 

 実態も同じように仕事を建設改良にか

かわるような仕事についた上で、やってお

られるという理解でよろしいのかどうな

のか、ちょっと教えていただけたらと思い

ます。 

 施設改修等配水管整備工事請負費につ

いて、ご説明いただきました。補正のほう

とあわせてお聞かせいただいて、よくわか

りました。１２月議会にも債務負担行為を

挙げておられて、そのときもこんなお話を

お聞きしていたので、ちょっと重なって申

しわけありません。 

 改めてお聞きいたしますが、鳥飼送水所

の工事については、２度にわたって入札不

調となりましたと。１回目が１者しか来な

かった。２回目は、指名競争に変えたけど

も、変えて十数者集まってもらったけども、

全て辞退されてしまったと。令和２年に入

ってからですか、今度は制限付一般競争入

札でやっておられるかと思います。 

 結果を見ますと、入札に応募したのは２

者ありまして、落とされたのが１者落とさ

れているわけです。なぜ指名競争入札に変

えて、また、今度制限付一般競争入札にさ

れたのか。 

 それから落札の金額について、ちょっと

これも入札の仕組みがよくわからないの

ですが、落札金額を見ますと、入札時の最

低価格にぴたっと張りついた金額でおさ

まっているのです。ちょっとうがった見方

をしてしまうかもしれないのですけども、

２度にわたって通らなかったものが、今度

は最低価格ぴったりに落札されてという、

その辺の経過がちょっとわかりづらいの

で、ちょっとその辺の経過がありましたら、

お教えをいただけたらなと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 まず、今後の自己水

の継続についての件につきまして、ご説明

させていただきます。 

 自己水、先ほどご答弁させていただきま

したとおり、ちょっと能力が落ちていると

いうことなのですけども、その能力を落と

したままではなく、今年度につきましても、
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その能力を回復させる工事を行っており

ます。ただ、地中深いことですので、直接

目に見えるものではございませんので、も

とに戻るのかどうなのかということも、な

かなか見通しがちょっとわからないとい

うのが正直なところでございます。 

 ただ、今年度につきましては、自己水比

が予算上では２５％ほどを見てはいるの

ですけれども、今の能力を仮に若干状態を

上げて維持したところで、恐らくですけど

も、総配水量のほうがだんだんと落ちてく

る状況になっております。つまり、そうな

りますと、大体二十六、七％程度は、今後

の継続的に維持できるのではなかろうか

と、このような見方をしております。 

 次に、鳥飼送水所受水弁及び１系、２系

の工事についての経過なのですけど、昨年

度に入札が不調になったというのは先ほ

どもご説明があったとおり、やはり技術者

がいないということが非常に大きな理由

であったろうと思います。これは、直接聞

いたわけではございませんが、その前年に

台風がございまして、いろいろな河川が氾

濫したとかいうことで、ポンプとか、そう

いう需要が結構あったのではなかろうか

と推察はしております。 

 ですので、そこの辺に人がとられている

状態の中で、技術者が確保できなかった部

分もあったのではなかろうかと。事業を行

う側からしたら、そのような形で考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

２回目のご質問にお答えします。 

 ご質問いただきました施設改修費の給

料でございますが、ここの分につきまして、

収支のテクニックと申しますか、この資産

に対して、例えば、配水管整備事業の設計

をするなり、現場管理をするなりという状

況、施設改修を、今樫本課長のほうからあ

りましたタンクをつくる、これは資本的投

資に対する費用でございます。本来であれ

ば、その資本的な費用に対して人件費をか

ける。例えばでございますが、一人の人件

費が５００万円と考えます。一人の人件費

が５００万円で、今までの方法でございま

したら、１年間で５００万円を収支の中で

処理をしていくと。これから、施設改修事

業のほうに１名、配水管整備事業のほうに

は、２名から３名プラスという形の中でい

いますと、その５００万円の職員は、例え

ば耐用年数が４０年でしたら、令和２年度

の給料自身も４０で割るという形で分割

というか、つくるものに対する費用をかけ

る。特に、これは他市というか、水道事業

の中では、よく使われている方法で、私ど

もも、今までに二人はそういう形でやって

おり、ただ資本投資の拡大に伴いまして、

そこのほうがふえてきましたというとこ

ろでございます。 

 それともう１点、６番目にございました

落札の契約の関係でございますが、そこの

部分につきましては、摂津市の場合、一般

会計もそうでございますが、予定価格とい

うところを開示して、入札完了後、最低制

限価格を公表するというような方法、他市

でもいろんな方法はございますけども、そ

この部分でいいますと、工種によっていろ

いろあると思うのですけども、予定価格を

公表して、その中でうちの契約と申します

か、こういう工種は、最低価格というのが

何％というのはわかる状態でございます

ので、最低制限価格が幾らというのは、よ

くあるのはそこで、くじ引きとかいう、最

低制限価格同士でくじ引きというのはよ
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くございますが、その金額は積算をする中

では出てくるのかなというところでござ

います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 それと、１点目の消

費税の問題と、地下水のくみ上げ問題です

ね。これは問題が絡みますので、あわせて、

私のほうからご答弁させていただきます。 

 まず、消費税の２％でございますけれど

も、先ほど、料金課長のほうから、予算上

は１，３００万円というお話があったと思

います。この分につきまして、何とか送水

所事業の中で吸収できないのかというご

趣旨、その分、市民への転嫁を避けられな

いのかということであったのかなと思い

ます。 

 確かに、５０％相当額を上げないとする

ならば、今回、上げた結果のＧＤＰが７．

１％ということにもなったということに

なりますと、上げなかったら、それなりの

水の需要が見込めたらどうかというのは、

ちょっと非常に疑問ではあるところでは

ありますけれども、市民への転嫁には至ら

なかったかもしれません。 

 私ども、これ消費税ができたのが、平成

元年の４月でございましたので、そのとき

３％でスタートしておりまして、平成９年

の４月に５％になりました。４％の国税と

１％の地方税です。摂津市としてはそれま

で３％分をずっと大体年間３，０００万円

ほど税務署にお支払いしておったのです

けれども、今度、平成９年から５％になっ

たということがございまして、４，０００

万円、５，０００万円の税金を、もうとて

もこの額について、水道料金としてこれ市

民からいただいたお金を、身銭と言ったら

失礼になりますけど、そのお金を今後の修

繕費の補修に回さずに、納税をしてしまう

ということについては、余り水道事業者の

責務としてはどうなのかといったような

ことがございましたので、消費税がスター

トしてから１０年余りたって、そのときに

あわせて、平成１０年６月１日に５％転嫁

を上下水道料金等もさせていただきまし

た。 

 これ、おととしの委員会でも、私お話さ

せていただいたと思うのですけれども、今

回のやっぱり５％は、それから平成２６年

の３％もそうですけれども、やはりこの分

については、国が決めたからどうのこうの

ということではなくして、やはり現在、私

どもがやっぱり更新費用なりで必要なお

金については、やはりこの消費税の指針に

のっとって、消費税というのは、やっぱり

最終消費者にご負担をいただくものであ

るということからしましたら、水道利用と

いうのは、やはり課税し、いわゆる物を仕

入れて、水をつくって、水を供給するとい

うサービス業でございますので、その中で、

最終消費者のような形で、この分を負担を

するということは、逆にこれは水道消費者

の方のメリットに本当になるのかと。本当

に漏水をする、老朽管を直す、利益を出す、

利益を処分をして、資本的支出の財源に充

て込むということから言いましたら、やは

りそれは、そちらの方向に使う、別の意味

で、市民にご負担をいただくというよりか、

逆に、お金をご負担いただくのだけれども、

その分は、水道事業というサービスの中で

返すべきではないかというのが、私どもの

基本的な考えでございます。 

 それから、大口需要家の分で、大体９，

３００万円、毎年２４万トンぐらいだった

のが、最悪三万五、六千トンになったとい

うことでございますので、当初見込んでお



- 54 - 

 

ったとおりの結果が出たのかなと思って

おります。 

 この中で、もちろん地下水というのは、

これは公共物でございますので、今ちょっ

と理念法ではございますけれども、水循環

基本法とかもございます。今、厚生労働省

のほうからもアンケートなんかがたまに

来ます。水道業者に対して、この地下水の

くみ上げについてどう思うか、どういう機

械的な対策を望むかという、こういうアン

ケートがあります。 

 これは、どこの市もそうですけれども、

事業が井戸を掘られて、その分でくみ上げ

られて、下水の分については、そのまま放

流をしますので、下水道使用料については

問題ないのですけれども、水道使用料につ

きましては、口径でもって、その事業者に

送るために布設したものですから、その減

価償却費はペイできないわけですね。そう

したときに、もう少し実態的な法制度に変

更いただかないと、我々としても、なかな

か単独で事業者に協力するとか、そういう

ことはやっぱり難しいなと思っておりま

す。 

 実際にこれをやることというのは、前に

も言いましたけど、京都市もやっておりま

す。京都市の京都ステーション、非常に大

きな規模ですけれども、あそこで使う水の

大体半分程度で水道を使わずに、自分とこ

ろのろ過装置を使って、その水でステーシ

ョンの水を賄っておられるということで、

２年ほど前から条例をつくられて、いわゆ

る協力金といいますのかはわかりません

けれども、そのようなものを徴収をされて

いるということは聞いておりますので、本

来的には、やはり国においてしっかりと実

体法規が整備をされて、それに基づいて、

我々も条例整備をするというのが順番で

あるとは思いますので、そこも踏まえなが

ら、京都市の例なんかも研究をして、勉強

していきたいとは考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 部長からもお話がありましたが、消費税

２％増税分が１，８５１万８，０００円、

１企業の地下水くみ上げで９，０００万円、

本当に大きなもので、これがなかったから、

消費税の増税分は転嫁という判断にはな

らなかったと思います。やっぱり地域の公

共的な水について、利用されている大口需

要家の責任というのは、やはり大きなもの

があると改めて認識をいたしましたし、今

部長がおっしゃられたように、水循環基本

法という理念法がつくられて大分時間た

っています。これは超党派の国会議員の

方々が集まって、つくられてきた法律でも

ありますので、これは、とりわけ、この大

口需要家の地下水くみ上げによって大き

な損失を生んでいる摂津市としても、全国

の自治体等と協力して、国に働きかけてい

ただくと。公共の財産である地下水を利用

して、そのコストの部分だけ自分たちの利

益にするというのは、やはりそれは余りに

も手前勝手過ぎるのではないかというこ

とだと思いますので、そういった工夫、研

究ですね、市としてできることを最大限や

っていただきたいと思います。 

 重ねて、やはり水道料金の市民の負担軽

減という点では、公営企業ということで、

やはり社会福祉を担っていることでもあ

りますので、その辺のバランスを見ながら、

市民負担軽減という思い切った策をとる

ことは、おかしなことではないと思ってお

りますので、そういう点は申し上げておき

たいなと思っています。 
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 先ほどちょっと有収率のお話をちょっ

と２回目に飛ばしてしまいましたけども、

平成３０年度については、大阪北部地震等

がありまして、漏水があったり、それから

減免がありましたので、とりわけちょっと

有収率というのは落ち込んでいたのかな

とは思います。 

 やはり細かい漏れで発見できなくても、

この有収水量の点検によって、状況も把握

できるということですので、引き続いて、

やはりきめ細やかなチェックをしていた

だきながら、管の更新も含めてやっていた

だきながら、有収率を下げない、上げる方

向をぜひ進めていただきたいなと思いま

す。 

 大阪広域水道企業団の受水費にかかわ

って、自己水のことはお伺いいたしました。

貴重な自己水源というのは、しっかり確保

していくと。重要だと思います。大阪広域

水道企業団に事業統合されているいろん

な自治体も、やはり自己水を守っていきた

いという声が地元からも挙がっていると

いうことでありますので、それを乱暴に廃

止するということにはなかなかならない

ことだと思います。やはりどれだけ自己水

を持っているかというのは、地域の安全に

とっても重要なので、自己水を確保するた

めの設備についても、更新をしっかりして

いただきたいなと思います。 

 私、大阪広域水道企業団の議会でいろい

ろ質問してまいりました。 

 摂津市が全体の７割、年間で約７００万

トンを大阪広域水道企業団から受水して

おります。いろいろ調べてみますと、大阪

広域水道企業団の浄水場から受水団体に

水が供給されていくと。浄水場から出され

る配水する際のメーターと各受水自治体

が受け入れるところのメーターとでは、当

然、物理的にはイコールでなければならな

い。もしくは、どこかの漏れがあったり、

一定の計測する期間の差があったり、もし

くは誤差等があって、１００％にはならな

い、摂津市のように有収率９０％とか９

５％とかになるはずなのですけども、大阪

広域水道企業団の有収率を見ますと、ここ

数年間、ずっとなんですけども、１００％

を超えているという、ちょっと考えられな

いような状況が生まれているのです。これ

も誤差の範囲だという説明を受けておる

わけですけども、しかし、誤差の範囲で済

むような額でもないなと。ここ数年で見ま

すと、平成３０年度は、有収率１００．１％

でした。ところが、２年前は１００．７％

なのですね。どちらの量水器が正しいのか

わかりませんが、その受水量によって、摂

津市は、市民の皆さんに水道料を徴収して

いるわけで、ここは曖昧にしちゃいけない

なというのは、改めてちょっと思っている

ところなのです。 

 仮に、１００％であったとして、オーバ

ーしているコンマ７％を見ますと、７００

万トンの７％でいくと結構大きな数字に

なるのですね。４万９，０００トンになり

ます。４万９，０００トンを大阪広域水道

企業団の単価で見ますと、７２円で見ます

と、３５０万円ほどではありますけども、

やはり大阪広域水道企業団から供給して

いる水はどのぐらいなっているのかとい

うのは、やはり団体間の信頼関係にもつな

がってきますし、１００％を越えているの

であれば、有収率が仮に本当にどこかで漏

水があったとしても実態がわからないよ

うな状況になっているわけで、やはり、大

阪広域水道企業団に摂津市も加わってい

るわけですから、そこできちんと信頼を受

ける状況にする必要があると、理事者側の
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ほうからも、大阪広域水道企業団の中で声

を上げていただきたいなと思いますが、ち

ょっとその点について見解を伺いたいと

思います。 

 それから、事務経費についてはわかりま

した。ありがとうございます。 

 施設のほうの分については理解いたし

ました。ぴったり最低価格が事後公表され

るのにかなり細かい数字の金額ですので、

余りにもぴったりなので、その辺ちょっと

こんなことあるのだろうかと思ったので

すけども、また、ほかの入札の状況を見て

みますと、大体予定価格の９０％から９

５％ぐらいの範囲で落札されております。

入札について、やはり公平性の問題とか、

透明性の問題が非常に問われてきますの

で、今後も入札については、ぜひ注意をし

ていただくと。 

 それから、入札の時期についても部長か

らありましたように、技術者がいないとい

うことで、入札不調になっていくというこ

とも今後やはりいろいろ予想されていき

ますので、その点をぜひ情報を集めていた

だいて、必要な工事が必要な時期ですね、

必要な予算取りをした形でできるような

ふうに努力をしていただきたいと思いま

す。 

 それとその上で、ちょっとお聞きしてお

きたいのが、水道ビジョンが示され、水道

事業経営戦略が立てられました。平成３１

年から１０年間の施設の投資計画と、それ

から財政的な計画というものがまとめら

れていると思います。その中の投資計画で

すね、読み込みますと、管路もそうですし、

構築物、配水池であったり、それから設備

などなど、耐用年数がくれば更新に莫大な

お金がかかるからということで、優先順位

をつけた形での見方ということで、１０年

間で１２２億円のところまで設備更新を

抑え込む投資計画、しかし、１２２億円で

はまだ大変だということで絞り込みを行

って、今後１０年間で９０億円と、非常に

圧縮する形で、優先順位をつけてやってい

くという計画だというふうに認識をして

おります。 

 平成３１年度からの計画なので、１年た

とうとしているところでありますけども、

その９０億円という投資計画に対して、平

成３１年度、それから令和２年度の予算の

見通し等で、どういった到達になっている

のか、その辺の状況をちょっと教えていた

だきたい。 

 それから、あわせて財政的なシミュレー

ションです。当初、昨年の６月議会でも、

もとになる人口ビジョン、人口推移に乖離

があるのじゃないかという一般質問をさ

せていただいとったのですけども、具体的

に２年たちまして、給水収益等も当然確定

していっているかと思います。 

 シミュレーションで言えば、自己資金は

９億円は確保しようと。企業債の残高は、

その年の給水収益の３倍以上にはしない

という条件をつけた上で、数年後ですね、

３年後になるのですかね、２５％の値上げ

が必要なのだということでありましたが、

極力経費も削減もしながら、設備の更新も

進めていただきながら、非常に矛盾したこ

とを要求しておりますけども、それでも値

上げはしないよう努力をする、抑制するよ

うに努力するということをおっしゃって

いたのでしょうかね。この際ですから、先

ほどの投資計画と、それから収支の関係に

ついてどうなのか、令和２年度の予算にか

かわって教えていただけたらと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 
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 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員から３

回目の質問でございます。 

 最後の質問でございました収支計画の

部分でございますが、経営戦略も出させて

いただいております。今後、令和５年度で

ございますね、料金値上げというお話もさ

せていただいたところでございます。 

 経営戦略のこれからスペックダウンと

か、いろんなことを考えるといったことで

ございますが、当時から令和４年度に単年

度損失が出るというところで出しており

ました。その後、ビジョンも進みながら、

平成３０年度決算をさせていただきまし

た。令和元年度は、見込みを補正予算で出

していっております。それと、令和２年度

の当初予算という流れの変化はございま

したところで、その収支のところのちょっ

と厳し目に出たかと思うのですけども、今

のところ、経営戦略の中では、令和４年の

収支がマイナスとなっていましたが、ここ

の分は、２年ほど単年度赤字が出る時期が

延びたというか、長くなったのかなという

ところが経営戦略の経過ともに変化した

ところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、安藤委員の３

回目の質問で、特に経営戦略と、これから

私ども水道施設の整備の状況についての

関連性についてのご質問について、お答え

させていただきます。 

 昨年、経営戦略について全体の金額、１

０年間の金額が示されております。この中

で、私どもとしては、送水施設と配管、二

つに大きく分かれております。 

 送水施設につきましては、送水ポンプや

ら電気・計装装置とか、そういう機械類に

主にかかわることになるのですけども、こ

れは、とまると即座に送水ができないとか、

そういうような影響が出てくるものです

ので、この辺の施設につきましては優先度

を考えながら、ほぼ要求したものというか、

お願いしたものについては認められたも

のだと、このように解釈しております。 

 配管につきましては、これは見えないも

のでございますので、表面上どこがおかし

い、管がおかしいということがなかなか見

えないところですので、ここにつきまして

は、残念ながら、私どもの希望の金額より

は、やはり抑えられてしまっているという

ところがございます。 

 ですが、１０年間でトータル的な金額を

示されたことでございますので、水道施設

課としましては、今後１０年間でどれぐら

いの整備をしていかなければいけないか

という、おおよその数字は出しております。

基幹管路はメーンになっていますので、基

幹管路は、当然中心的にやっていく、当然

１年間やれる業務は決まってはいるので

すけれども、基幹管路をまずメーンに考え

ながら、残された金額で配水管整備をする

ということを考えますと、今の時点ではな

んですけれども、１０年間で、大体２５キ

ロメートルぐらいはやっていけるのでは

なかろうかなと。ただ、これもあくまでも、

今決めていることでございますので、例え

ば、もっと基幹管路をしないといけないと

か、あるいは、工事の費用ががっと上がっ

てしまったりとかとなれば、これ随時、調

整はしていかないといけないと思ってお

りますが、今の時点では、大体それぐらい

の数字で、１０年間やっていこうと決めて

おります。その１０年の１年目ということ

で、来年度、整備箇所については、お示し

をさせていただいております。 
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 次に、メーターの件なのですけども、こ

れ大阪広域水道企業団のメーターと私ど

も、当然、市のほうで受水のメーターは持

っております。それと照合はしております。

今のところは、当然、数字はぴったりはな

らないのですけども、差につきましては、

問題のない程度と今のところは認識して

おります。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後にしたいと思います

が、いつも水道料金が高いと言っておりま

すので、北摂の話で、摂津市の水道料金は

どんな位置にあるのか、もちろん、それぞ

れの自治体の水道の成り立ちであったり、

歴史であったり、または現状や財政力、い

ろいろなことで差はあるかと思いますが、

水道を見ますと、直近の各市町村の北摂７

市のホームページを見て、水道早見表から

拾った数字を見ますと、２か月単位の料金

表で比較しておりますが、２か月で４０立

方メートル使ったご家庭ですね、摂津市は、

去年まで上から２番目の高さだったのが、

今回３番目になっております。ひと月１０

立方メートル、ふた月で２０立方メートル

で見ても３番目の高さということで、これ

は、決して市民の負担が軽くなって３番目

におりたということではなく、よそが値上

げされたということではありますが、これ

に下水道料金等が加わっていくことによ

って、北摂で一番高い料金になっていると

いうことであります。やはり市民へ、でき

るだけ低廉な、安全なお水を供給するとい

うことでありますので、この観点もぜひ見

ていただきながら、運用していただきたい

なと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 財政シミュレーション、経営戦略につい

ては、数字的な形で、また進行管理などを

随時お教えいただきたいなと思いますし、

施設設備、機械設備、管路等を金額で見て

も、なかなかぴんとこないものですから、

例えば、中央送水所、鳥飼送水所、また、

今回の１０年間で更新が予定されている

ものについて、どのぐらいまでいっている

のか、耐震適合率を１０年間で何割まで持

っていこうとしているが、この辺まで今年

度はいく予定ですというものをお示しを

いただいて、より、この経営戦略と水道の

具体的な経営の中身についても、可視化し

ていただいて、広くお知らせをいただいて、

一緒に考えていけるよう、中身については、

知っていただきながら議論をしていくと

いうのは重要だと思いますので、そういっ

た広報や情報提供をぜひやっていただく

ことをお願いしておきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 ほかございますか。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、４点ほど質問

させていただきます。 

 市長の施政方針の中でもありましたよ

うに、鳥飼送水所で２系統化するというこ

と言うておられました。その２系統化の工

事費とか内容をちょっとお聞かせ願いた

いと思います。 

 それから次に、和歌山市で水道管が破裂

して、給水ができないということで、非常

に話題になったのですけど、現実問題とし

て、あれは支管というか、枝だったので、

そこまでの大事には至らんかった。それに

ついて、市長は、非常に申しわけないとい

うことで、自分の減給を含めた処分をしは

ったのですけど、今一生懸命その辺の点検、

全庁挙げていろんな施設もやっているの

ですけど、ただ、本当に地下というのは、

見て確認できないので、どこでどういう破
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裂をするかわからへんような状況ですよ

ね。 

 ちょっと調べましたら、大阪市で、ＰＦ

Ｉ方式で民間に任せて、そういう管の調査

をするという方法をとったり、それから神

戸市では、人工知能ですね、いわゆるＡＩ

を使って、管の老朽化を予測するような方

法をとっていると聞きましたので、その辺

は、本市どういうふうにされるのかという

ことです。 

 それで、３番目は、先ほど三好委員もち

ょっと触れられておったのですけど、例の

大阪広域水道企業団の話なのです。３市５

町１村、計９市町村が統合されたと聞いた

のですけど、そういうことは予想されとっ

たのか、また、今後それを見据えながら、

どういう展開をされるのか、その辺もちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 最後ですけど、新型コロナウイルスの感

染の拡大、大変な状況です。企業では大変

な状況だと思うのですよ。天文学的な損害

がいろんなところで起きているわけであ

って、福祉減免という観点から、水道料金

の値下げができないかどうかということ、

その点もお答え願いたいと思います。 

 以上、４点お願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 それでは、渡辺委員

のご質問について、お答えさせていただき

ます。 

 まず、鳥飼送水所１系２系受水弁及び配

水管の工事なのですけども、これは鳥飼送

水所から中央送水所のほうまで、基幹管路

といいまして、これはどちらかが支障を来

したときに、相互に融通ができるという管

の更新工事をさせていただいておるので

すけども、敷地の中にある配水メーター、

ポンプから基幹管路に行く配水管が敷地

内では今１本しかございません。そこがも

し破断してしまいますと、ポンプのほうは

送る能力があるけれども、基幹管路まで水

が送れないという状態になります。ですの

で、もう一個サブで管をつくりまして、緊

急時に、そこでもし管が破裂しましても、

基幹管路に水を送れるようにすることが

主な目的でございます。あわせて、流用計

を設置したりするのが、この鳥飼送水所の

工事になっております。 

 次に、破断に関しましての予測というこ

とで、大阪市や神戸市の例示をしていただ

いたのですけども、申しわけございません。

私まだそこでまでちょっと勉強ができて

いないところでして、今初めてお聞きした

ところでございます。 

 今後ちょっとそういうのも調べてみま

して、ただ、やはり破断、破損していると

ころを予測するのも、調べる費用と費用対

効果ですね。やっぱり今のお話を聞かせも

らうと、大阪市とか神戸市、かなり配水管

が多いところになっていますので、その辺

の規模の利益でそういうことにも費用を

かけていけているのではないかと思いま

す。 

 私ども、今先ほどご説明させていただき

ましたとおり、ある程度の漏水に関しまし

ては、今送水の流量をチェックしながらや

っています。これで昨年なんかは、おかし

いということで調べたりとかしています

ので、その辺の費用対効果とかいうのも考

えながら、ただ一応、こういうお話を聞か

せていただいて、知らないというわけには

いきませんので、ちょっと勉強させていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 渡辺委員からの
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ご質問にお答えします。 

 ３番目におきまして、大阪広域水道企業

団の関係でございますが、大阪広域水道企

業団の関係で、こういう統合の部分につい

て予想していたのかという問題と今後の

展開でございますが、大阪広域水道企業団

は初め、四條畷市とか、太子町、千早赤阪

村が平成２９年度に統合されました。平成

２７年ごろから、大阪広域水道企業団との

統合の話が出てきたかと思うのですけど、

その部分のとき、この３市町は一番に出ら

れるという、その後、泉南市をはじめ７団

体につきましては、早々に出られると思っ

ていなかったのです。また、町村の部分の

ところは、統合されるということは聞いて

いました。ただ、市のほうは、そこまで統

合されるとは聞いていなかったのですけ

ども、行政のほうで判断されて、統合され

てきたというところでございます。 

 この北摂地域に至っては、今までそうい

う議題が、統合するという声は全然上がっ

ていなかったので、統合に関して、北摂の

地域、私どもも含めてなんですけども、希

薄であったのかなと。ただ、こういう状態

になっており、これからについて考えてい

かないといけないというところでござい

ます。 

 それと、今後の展開でございますが、こ

ういう南淀川以南の部分について、かなり

統合が進んできたという情報の中で、ほか

の市町村のほうが統合されたからと、慌て

て統合するとは思っていないのですけど

も、ただ状況を見て、市民にすごくメリッ

トがある状況が発生するならば、考えてい

かないといけないと。メリットが出てこな

い状態では、なかなか踏み込んでいけない

のかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 ご質問の４番目、５

番目、新型コロナウイルス対策の関係と、

それの対策としての一環として、福祉減免

という考え方をとれないかというご質問

かと思いますが、ご承知のとおり、福祉減

免につきましては、過去に経緯がございま

して、一旦廃止をさせていただきました。

そのときにも、水道のほうで減免をした部

分につきましては、一般行政経費として補

てんを受けてまいったところでございま

す。ですから、そもそも受益者負担という

中においては、減免ということにつきまし

ては、基本的には余りそぐわないと。そこ

は、やはり一般行政経費でもって補てんを

されていたという経緯があったというの

がその理由でございます。 

 今回の件ですけれども、いろいろ報道等

を見ておりますと、社会経済に与える影響

が非常に大きく、最終的には生活者の方に

も回ってくる。これ今の政権ができたとき

に企業の景気がよくなれば給料も上がり、

そうすると生活がよくなるという、そうい

う好循環の中にどんどんどんどん低利の

金利でお金を貸したけども、今回はこの逆

かと思います。今回の場合につきましては、

今、いわゆる生活者のところに対して手を

打つというより、一番根本の社会経済のと

ころをいかに支えるか、これは個人的な見

解ですけども、これが大事だと思います。

その一番大きな幹のところに対して、何を

するかということであって、その枝葉と言

えば失礼になりますけれども、その葉を落

とさないために、こうしよう、ああしよう

という議論は、ちょっとこのあたりについ

ては、逆の理論になるのじゃないかなと。

我々としましても、もちろん、最終的には

市民の方に影響が出ることですから、政府
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がしっかりとした対応をしていただきた

いと思うのですけれども、具体的な実効性

のある対策というのはできておらず、個人

に３万円支給するなど言われていますけ

れども、これ私に言わせたら、これはちょ

っと根本の対策ではないなと思っており

ますので、ここのところに対して、市町村

の担当として、どうのこうのということは

言えませんけれども。そして福祉減免の部

分につきましても、その部分については、

やはり根本対策ではないという思いを持

っておりますので、そこはやはり市町村だ

けでなく、都道府県だけではなく、やはり

国としての実態的な、効果的な議論をしっ

かりとされて、専門家会議でもわかりやす

い議論でもって説明をされるべきものと

考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ちょっと費用面はどの

ぐらいかかるかなという感じは、まだご答

弁いただいていないのですけど、ほかの箇

所でも２系統化するところがあるのかと

いうことね。災害とか、いろんなことに関

して、一つが破損した場合に、それをフォ

ローするということなので、それはもう非

常に必要なことやと思うのですけど、そう

いう点で、ほかにもあるかということをお

聞きしたいと思います。 

 配水管の老朽化を従来からのやり方で

見つけ出して、それを補修するというのは、

それはそれで価値があると思うのですけ

ど、神戸市とか大阪市というのは広範囲や

から、そういう科学的な対応をしていると

いうことが実際あるのですね。ＡＩでどう

いう予想をするのか、もう私には想像もで

きないのですけど、実際、神戸市では、そ

れを進めようとされているみたいなので

すよ。だから、その辺のことをしっかり研

究していただいて、摂津市に合致するよう

な、そういうものがあるんやったら、やっ

ぱりその辺も検討、費用面もあるとは思い

ますけど、検討されたほうがいいと思うの

で、これも要望にしておきたいと思います。 

 それから、大阪広域水道企業団なのです

けど、こういう展開にはちょっと予想つか

なかったような状況かもしれません。ただ、

いろんなところが参加し出して、摂津市だ

け独自でやりますということもなかなか

できないと思う。そういう点もしっかりと

見据えた中で、近隣市の動向も見ながら展

開をしていただきたい。それはもう要望に

しておきます。 

 それから福祉減免、部長がおっしゃった

ことがそれ本筋やと思うのですけど、ただ、

たちまちいろんな面で、市民に負担がおり

てくる可能性が十分あるわけじゃないで

すか。ただ、国が全部行き届いたことがで

きるかと言ったら、なかなか難しいと思う。

地方自治体もしっかりそういう点で、国と

大阪府と連動しながらやりつつ、地方自治

体独自でできることも、やっぱり考えてい

く必要があるのじゃないかと私も思いま

すので、これも要望にしておきます。 

 １点だけ、ちょっとお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、渡辺委員のご

質問に、ちょっと抜けてしまって申しわけ

ございませんでした。 

 費用につきましては、今年度につきまし

て、１億８，５３０万円を見込んでおりま

す。 

 次に、２系統化についてなんですけれど

も、一応、千里丘送水所につきましては、

小規模なのですけども、一応そういう形態

はとっております。 

 中央送水所及び太中浄水場のほうにつ
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きましては、今のところ、そこまでは考え

ておりません。というのは、施設内の管路

が、埋設が複合化しているとかそういうこ

ともございますので、なかなかちょっと今

の時点では考えておりませんが、今後また

検討材料として考えて、できるかどうかの

可能性を考えるということをやっていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これは最後にしておき

ますけど、とりあえず災害対策、防災対策

をやっぱりそういう意味で、２系統化とい

うことも考えてはったと思うのですけど、

今後考えるのじゃなくて、いつ何時どうい

うことが起きるかわからない。現実にそう

ですよ、想定外のことがいっぱい起きとる

わけですから。だからそういうことも踏ま

えて、これはできることは早急にやってい

く必要があるのじゃないか、そのこともし

っかり研究しながら、やっていただきたい。

このようにお願いして、質問を終わりたい

と思います。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 皆さんからの質問等で

大体理解しているので、一つだけお聞きし

ようかなと思っています。 

費用がかかる部分として、先ほど樫本課

長のほうからも少しありましたように、配

水管の整備のことで、予算も５億６，４０

０万円と、ここ数年かけて、恐らく順調で

あるとは思っているのですけども、このコ

ストがかかっているところで、今年度の状

況がうまくいっているのかということと、

来年度に向けて、５億６，４００万円の予

算があるので、ちょっと状況と見通しとい

うか、うまく進んでいるのかどうかだけ、

１点だけについて、お聞かせいただけます

でしょうか。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 楢村委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 今年度の状況につきましてですけども、

今年度、一部補正で減額、お金のほう落と

させていただいております。工事のほう、

夜間で見ていたものが昼間に変わる。警察

の協議によって、昼間に変わったというこ

とが大きく、減額させていただくことがあ

りました。ただ、それ以外にですけども、

今年度当初に予定しておりました工事箇

所以外にも、お金のほうが少しありました

ので、改めて２路線老朽化しているところ

について、早急に取りかえたということで

やっております。状況的には、順調に工事

のほう進めてやっておれていると、このよ

うに考えております。 

 来年度につきましてですけども、来年度

も基幹管路を含め全体で３，５８０メート

ルほど事業を進めようと考えております。

これにつきましても、優先順位をつけまし

て、先ほど話させてもうたとおりなのです

けれども、基幹管路をメーンに、その後で

きるところについて、特に老朽化の著しい

ところ、漏水の履歴があったところについ

て、重要度を加味して今回予算のある限り

で箇所を決めさせていただいております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 今のところ順調という

ことで、長期的な話でもありますし、でき

るだけ早くということは、望まれるところ

ですけども、令和元年度みたいに優先順位

をつけて、先に進められるところがありま

したら、そういった形で進めていっていた

だけたらと思いますので、今後ともよろし

くお願いします。 
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 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 本日の委員会はこ

の程度にとどめて、散会いたします。 

（午後４時３８分 散会） 
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